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本
稿
は
以
下
の
よ
う
な
関
心
に
基
づ
い
て
な
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
こ
の
時
期
の
公
家
の
日
記
に
は
、
中
世
前
期
以
前
の
日
記
に
比
較
し
て

内
裏
や
自
家
の
女
房
た
ち
に
関
す
る
記
事
が
量
的
に
増
え
て
い
る
。
日
記
を
史
料
的

に
解
釈
す
る
た
め
に
も
、
ま
た
こ
の
時
代
の
日
記
の
記
主
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
関
心

で
日
記
を
記
し
た
か
を
考
え
る
た
め
に
も
、
こ
の
時
代
の
女
房
に
対
す
る
理
解
が
不

可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
基
本
デ
ー
タ
は
逆
に
乏
し

く
な
っ
て
い
る
。
系
譜
的
な
理
解
に
不
可
欠
な
系
図
の
類
で
も
、
室
町
期
に
成
立
し

そ
の
後
の
情
報
は
諸
本
ご
と
に
付
加
さ
れ
た
た
め
か
、『
尊
卑
分
脈
』
も
こ
の
時
期

は
極
め
て
デ
ー
タ
が
乏
し
く
な
っ
て
い
る
し
、
他
の
補
任
類
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
基
礎
的
な
デ
ー
タ
の
蓄
積
と
整
理
が
必
要
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
朝
廷
や
公
家
の
政
治
的
・
経
済
的
な
力
が
衰
え
、
そ
の
組
織
も
縮
小
化

し
て
い
く
中
で
、
女
房
た
ち
（
尼
門
跡
に
所
属
し
た
り
、
各
家
や
そ
の
関
連
の
尼

寺
・
庵
な
ど
に
住
む
尼
も
含
む
）
の
役
割
は
総
体
的
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。

　

中
世
の
女
房
を
説
明
す
る
際
に
、
令
制
も
し
く
は
平
安
時
代
の
女
官
あ
た
り
か
ら

叙
述
し
て
い
る
概
説
な
ど
を
見
か
け
る
が
、
中
世
後
期
は
名
称
は
受
け
継
い
で
い
て

も
実
体
は
ほ
と
ん
ど
別
の
も
の
と
想
定
し
、
そ
の
時
代
の
史
料
か
ら
復
元
し
て
い
っ

た
方
が
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
中
世
の
禁
裏
や
仙
洞
の
女
房
制
度
を
知
る

た
め
に
、『
女
房
の
官
し
な
の
事
』（『
群
書
類
従
』
正
編
第
五
輯
）
な
ど
の
故
実
書

の
類
は
便
利
で
あ
る
が
、
ど
の
時
期
の
状
況
を
著
し
た
も
の
か
を
吟
味
し
て
使
用
す

る
必
要
が
あ
る
。
ど
の
時
代
に
対
し
て
も
無
暗
に
当
て
は
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
史
料

か
ら
見
え
る
も
の
も
見
え
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
そ
れ
ら
か
ら
も

距
離
を
置
い
て
、
史
料
か
ら
復
元
し
た
も
の
と
つ
き
あ
わ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

第
三
に
、
こ
の
時
期
に
現
わ
れ
た
『
御
湯
殿
上
日
記
』
は
、
中
世
後
期
の
女
房
制

度
の
変
化
を
前
提
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
可
能
性
が
強
く
、
ま
た
日
記
と
し
て
も
、

内
裏
の
女
房
た
ち
に
よ
っ
て
交
替
で
か
つ
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
以
上
に
、
そ

れ
以
前
の
公
家
の
男
性
の
日
記
と
は
違
っ
た
構
造
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
第

一
の
問
題
も
、
こ
の
女
房
制
度
の
変
化
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
強
く
、
そ
の
分

析
そ
の
も
の
が
そ
れ
ら
を
含
み
込
む
当
該
期
の
朝
廷
（
天
皇
制
）
そ
の
も
の
の
理
解

に
結
び
付
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
時
期
の
『
御
湯
殿
上
日
記
』
は
、
後
土
御
門
天
皇
の
文
明
九
年
か
ら
そ
の
崩

御
の
年
ま
で
残
さ
れ
、
次
の
後
柏
原
天
皇
の
代
を
飛
び
越
し
て
後
奈
良
天
皇
の
践
祚

の
年
か
ら
再
び
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
の
時
期
に
つ
い
て
は
、『
実
隆
公
記
』
や

『
二
水
記
』、
短
い
も
の
で
あ
る
が
後
柏
原
天
皇
み
ず
か
ら
の
日
記
な
ど
に
よ
っ
て
復

元
し
て
連
続
し
て
考
え
ら
れ
る
土
台
作
り
が
必
要
で
あ
る
。

　

当
該
期
の
内
裏
女
房
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
奥
野
高
広
氏
の
戦
前
の
研
）
1
（
究
以
外
、
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号

こ
の
時
期
全
体
に
わ
た
っ
て
の
禁
裏
の
女
房
の
補
任
や
在
任
状
況
を
総
体
的
に
把
握

し
た
研
究
は
乏
し
い
。
奥
野
氏
の
研
究
は
今
に
使
え
る
内
容
で
あ
る
が
、
誤
り
も
含

ん
で
い
る
。

　

典
侍
や
勾
当
内
侍
に
つ
い
て
の
吉
野
芳
恵
・
木
村
洋
子
氏
の
研
）
2
（
究
は
優
れ
た
内
容

で
あ
る
が
、
そ
の
職
の
相
伝
と
彼
女
ら
を
出
し
た
「
家
」
の
問
題
に
重
点
が
あ
り
、

そ
の
範
囲
も
女
房
た
ち
全
体
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
湯
川
敏
治
氏
の
研
）
3
（
究
は
全

体
を
見
渡
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
明
期
に
限
ら
れ
て
い
る
し
、
彼
女
ら
を

既
成
の
公
家
男
性
の
「
家
」
の
階
層
で
分
類
し
て
し
ま
う
と
逆
に
当
時
の
女
房
た
ち

の
実
態
と
は
ず
れ
を
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神
田
裕
理
氏
の
研
）
4
（
究
は
、
当

該
期
に
続
く
時
期
の
内
裏
女
房
に
関
す
る
問
題
を
よ
く
押
さ
え
た
も
の
で
あ
る
が
、

室
町
・
戦
国
期
の
実
態
や
変
化
と
の
接
続
面
は
弱
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
鎌
倉
末

か
ら
戦
国
期
ま
で
の
理
解
を
進
め
る
こ
と
が
、
近
年
盛
ん
な
近
世
の
朝
廷
・
公
家
研

究
へ
の
接
続
を
も
た
ら
し
、
よ
り
研
究
の
進
化
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。

　

当
該
期
の
内
裏
に
ど
れ
く
ら
い
の
女
房
た
ち
が
所
属
し
働
い
て
い
た
の
か
は
判
然

と
し
な
い
。
女
房
た
ち
が
輪
番
で
記
し
た
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
も
、
天
皇
の
日
常

を
記
す
こ
と
が
そ
の
目
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
記
主
で
あ
る
彼
女
た
ち
が
禁
裏
女
房

の
上
層
部
で
あ
っ
た
た
め
か
、
そ
の
下
に
仕
え
て
い
た
複
数
の
下
級
の
女
房
た
ち
の

名
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
こ
れ
は
、
男
性
公
家
の
日
記
で
も
同
様
で
あ
り
、
山

科
言
継
の
日
記
以
外
、
彼
女
た
ち
の
名
前
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た

め
、
そ
の
実
態
は
な
か
な
か
つ
か
め
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
こ
れ
ら
の

日
記
に
日
常
的
に
名
前
が
現
わ
れ
る
女
房
が
中
心
で
あ
り
、
下
級
の
者
に
つ
い
て
は

ま
た
別
の
機
会
に
考
え
て
み
た
い
。

第
一
章
　
後
土
御
門
天
皇
期

（
一
）
上
臈

　
『
御
湯
殿
上
日
記
』（
以
下
、
単
に
『
御
湯
』
と
略
す
）
は
、
前
述
の
よ
う
に
後
柏
原

天
皇
期
を
ほ
と
ん
ど
欠
い
て
い
る
が
、
後
土
御
門
・
後
奈
良
両
天
皇
の
時
期
の
そ
れ

を
見
る
限
り
、
た
だ
「
上
臈
」
と
呼
ば
れ
る
女
房
は
原
則
一
人
の
よ
う
で
あ
る
。
但

し
後
述
す
る
よ
う
に
も
う
一
人
分
「
上
臈
」
を
置
く
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
よ
う
で

あ
）
5
（
る
。

１
．
正
親
町
持
季
女

　

後
土
御
門
天
皇
の
時
代
に
、
最
初
に
上
臈
と
し
て
見
え
る
の
は
、『
親
長
卿
記
』

に
「
上
臈
局
〔
故
正
親
町
一
品
入
道
息
女
、
洞
院
前
左
大
将
入
道
公
数
猶
子
〕」（
文

明
九
・
一
一
・
二
六
、〔　

〕
内
は
割
注
、
以
下
同
じ
）
と
見
え
る
正
親
町
持
季
の
女
で
、

洞
院
公
数
の
猶
子
と
し
て
出
仕
し
た
女
性
で
あ
る
。

　

正
親
町
家
は
裏
辻
と
も
称
し
、
鎌
倉
末
期
、
持
明
院
統
天
皇
家
の
皇
妃
や
女
房
を

輩
出
し
た
正
親
町
実
明
（
閑
院
流
西
園
寺
家
の
庶
流
洞
院
公
守
の
子
）
の
子
孫
で
、
持
季

は
権
大
納
言
ま
で
昇
り
、
応
仁
元
（
一
四
六
七
）
年
、
五
三
歳
で
出
家
し
て
い
る

（『
公
卿
補
任
』）。
こ
の
持
季
の
妹
も
後
花
園
天
皇
の
上
臈
と
し
て
仕
え
て
お
）
6
（
り
、
文

安
五
（
一
四
四
八
）
年
に
三
二
歳
（『
康
富
記
』
五
・
一
二
）
も
し
く
は
三
三
歳
（『
師
郷

記
』
五
・
一
二
）
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

　

持
季
の
女
が
い
つ
後
土
御
門
天
皇
の
上
臈
と
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、『
綱

光
公
記
』
寛
正
五
（
一
四
六
四
）
年
六
月
二
六
日
条
に
、「
正
親
町
一
位
息
女
、
洞
院

大
納
言
令
㍼猶
子
㍽可
㍼召
進
㍽事
、
自
㍼兼
日
㍽治
定
」
と
見
え
て
お
り
、
恐
ら
く
こ
の

叔
母
の
跡
を
受
け
継
ぐ
形
で
、
天
皇
の
即
位
の
際
に
後
花
園
上
皇
か
ら
指
名
さ
れ
た
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も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
女
性
は
、
文
明
一
一
年
以
降
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
か

ら
姿
を
消
し
、
そ
の
他
の
記
録
に
も
見
え
な
く
な
る
。
事
情
は
不
明
で
あ
る
が
、
文

明
九
年
以
前
に
父
を
失
っ
た
上
、
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
多
く
の
公
家
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
家
領
か
ら
の
収
入
が
途
絶
え
、
内
裏
上
臈
と
し
て
の
彼
女
の
活
動
を
支
え

き
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
原
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
正
親

町
家
の
本
家
筋
の
洞
院
公
数
の
猶
子
と
し
て
出
仕
し
た
が
、
そ
の
公
数
も
文
明
八
年

二
月
に
出
家
し
て
お
り
、
そ
れ
も
「
左
大
将
入
道
〔
俗
名
公
数
不
知
法
名
〕
放
埒
仁

也
、
一
流
既
断
絶
分
云
）
7
（

々
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
家
記
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
先
祖
公

賢
の
日
記
『
園
太
暦
』
な
ど
を
「
悉
沽
却
」
し
て
の
出
家
で
こ
ち
ら
も
頼
り
に
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
）
8
（

う
。
こ
れ
も
推
測
で
あ
る
が
、
文
明
一
一
年
一
二
月
七
日
の
後

土
御
門
天
皇
が
改
修
な
っ
た
土
御
門
内
裏
へ
の
還
幸
を
前
に
し
て
退
出
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

２
．
花
山
院
持
忠
女
（
東
御
方
↓
上
臈
）

　

そ
の
後
を
継
い
だ
の
が
、
そ
れ
ま
で
東
御
方
と
呼
ば
れ
、「
上
臈
」
格
で
仕
え
て

い
た
花
山
院
持
忠
の
女
で
あ
る
。
こ
の
女
性
は
も
と
も
と
「
室
町
殿
御
台
上
臈
」、

つ
ま
り
室
町
殿
足
利
義
政
の
夫
人
日
野
富
子
の
上
級
女
房
で
あ
っ
た
が
、
一
、
二
年

ほ
ど
後
土
御
門
天
皇
が
「
叡
念
」
を
懸
け
ら
れ
、
文
明
五
年
の
一
〇
月
に
皇
女
を
出

産
し
た
た
）
9
（
め
、
そ
の
後
、
天
皇
に
も
「
東
御
方
」
と
呼
ば
れ
て
仕
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
）
10
（
が
、
正
式
に
内
裏
に
移
っ
て
き
た
の
は
文
明
七
年
六
月
の
こ
と
で

あ
っ
）
11
（
た
。

　

そ
し
て
次
の
史
料
①
に
見
え
る
よ
う
に
、
正
親
町
持
季
の
女
が
上
臈
と
し
て
出
仕

し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
跡
を
継
が
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
、
も

と
も
と
日
野
富
子
（
御
た
い
）
の
女
房
で
あ
っ
た
か
ら
、「
天
そ
う
」（
伝
奏
）
に
諮

問
し
て
問
題
な
い
か
確
認
し
（
①
ａ
）、
さ
ら
に
富
子
を
通
じ
て
義
政
の
意
向
も
確

認
し
た
う
え
で
（
①
ｂ
）、「
御
い
□
□
い
り
の
き
」（
御
今
参
の
儀
）、
つ
ま
り
正
式
の

出
仕
と
な
っ
た
。

　

①
ａ
「
ひ
ん
か
し
の
御
方
、
上
ら
ふ
御
ふ
ん
に
て
御
は
い
せ
ん
さ
せ
ま
い
ら
せ
ら

る
へ
き
事
い
か
ゝ
と
天
そ
う
へ
た
つ
ね
ま
い
ら
せ
ら
る
ゝ
、
し
さ
ひ
あ
る
ま

し
き
よ
し
御
申
」（『
御
湯
』
文
明
一
一
・
一
一
・
三
）

　
　

ｂ
「
上
ら
ふ
御
さ
ふ
ら
ひ
の
事
、
御
た
い
の
御
方
へ
文
に
て
む
ろ
ま
ち
殿
へ
も

御
申
あ
り
、
め
て
た
き
よ
し
御
申
」（『
御
湯
』
文
明
一
一
・
一
一
・
六
）

　
　
ｃ
「
上
ら
ふ
御
い
□
□
い
り
の
き
あ
り
、
つ
ね
の
御
所
へ
御
ま
い
り
御
さ
か
月

三
こ
ん
ま
い
る
、
三
色
・
三
か
ま
い
る
、
源
大
納
言
の
御
れ
う
人
ゑ
こ
う
は

い
ま
い
ら
せ
ら
れ
て
、
色
な
を
し
さ
せ
ま
い
ら
せ
ら
る
ゝ
、
し
う
ち
や
く
と

て
御
た
る
一
か
・
二
色
ま
い
る
、
こ
よ
ひ
く
わ
さ
ん
の
ゐ
ん
下
す
か
た
に
て

上
ら
ふ
の
め
て
た
さ
申
さ
る
ゝ
」（『
御
湯
』
文
明
一
一
・
一
二
・
五
）

　

そ
の
後
、こ
の
女
性
は
、文
明
一
四
年
閏
七
月
に
皇
子（
後
の
仁
尊
法
親
王

）
12
（）
を
、

文
明
一
六
年
八
月
に
も
皇
子
を
出
産
し
て
い
）
13
（
る
。
明
応
九
（
一
五
〇
〇
）
年
九
月
二

八
日
後
土
御
門
天
皇
崩
御
後
の
一
〇
月
一
三
日
出
家
し
て
尼
と
な
っ
て
い
る
（『
御

湯
』）。
後
柏
原
天
皇
践
祚
後
も
「
二
位
局
」「
二
位
殿
」
も
し
く
は
「
二
位
禅
尼
」

と
し
て
内
裏
を
し
ば
し
ば
訪
れ
て
お
り
、
永
正
一
〇
（
一
五
一
三
）
年
、
六
六
歳
く

ら
い
で
亡
く
な
っ
て
い
）
14
（
る
。

３
．
旧
院
上
臈
（
大
炊
御
門
某
）
及
び
若
上
臈
（
大
炊
御
門
信
量
女
）

　

後
土
御
門
天
皇
の
内
裏
に
は
、
も
う
一
人
「
上
臈
」
的
な
役
割
を
果
た
し
た
女
性

が
い
た
。「
き
う
ゐ
ん
の
上
ら
ふ
（
旧
院
上
臈
）」
も
し
く
は
「
き
う
上
ら
ふ
」
と
呼

ば
れ
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
日
記
に
散
見
す
る
女
性
で
あ
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る
。
す
で
に
吉
野
芳
恵
氏
に
よ
っ
て
詳
細
な
研
究
が
あ
る
よ
う
に
、
三
条
実
尚
の
女

で
後
花
園
天
皇
の
上
臈
を
勤
め
た
女
性
で
あ
ろ
う
（
注（
2
）吉
野
氏
一
九
八
四
）。

　

こ
の
旧
院
上
臈
と
よ
ば
れ
る
女
性
は
、
例
え
ば
次
の
史
料
②
に
よ
う
に
、
参
内
し

た
足
利
義
政
の
申
し
出
で
、
参
会
者
を
老
・
若
二
つ
分
か
れ
て
行
わ
れ
た
和
哥
の
会

で
は
、
若
い
方
の
グ
ル
ー
プ
の
内
裏
女
房
の
第
一
席
に
位
置
し
て
い
る
。

　

②
「
次
申
云
、
今
一
度
可
㍾有
㍼御
張
行
㊥
存
㍼無
念
㍽之
由
申
㍾之
、
室
町
殿
仰

云
、
尤
面
白
、
於
㍼今
度
㍽可
㍾有
㍼御
詠
進
㍽云
々
、
仰
云
、
予
早
可
㍾書
㍼御
人

数
㊥
取
㍼

‒

寄
硯
紙
㊥
予
執
筆
、
仰
云
、
被
㍾分
㍼老
若
㍽可
㍾被
㍼御
勝
負
㊥
武
命

云
、
誠
以
可
㍼面
白
㊥
先
日
御
人
数
之
外
、
猶
可
㍾被
㍼召
加
㍽云
々
、
若
衆
方
廿

人
、
老
衆
方
廿
人
也
／
題
、
…
／
若
御
人
数
／
御
製
・
宮
御
方
・
真
乗
寺
宮
・

一
位
局
〔
室
町
殿
御
台
〕・
旧
院
上
臈
・
上
臈
・
権
大
納
言
典
侍
・
新
典
侍
・

東
御
方
、
新
内
侍
・
藤
大
納
言
｛
准
后
家
女
房
｝、
右
大
将
・
…
／
老
衆
／
安

禅
寺
宮
・
曇
花
院
宮
・
准
后
・
式
部
卿
宮
・
日
野
前
内
大
臣
、
大
納
言
典
侍
・

勾
当
内
侍
、
源
大
納
言
入
道
・
…
」（『
親
長
卿
記
』
文
明
六
・
閏
五
・
九
、
／

は
原
文
行
替
え
）

　

こ
の
旧
院
上
臈
局
は
、
後
花
園
院
崩
御
の
直
後
、
内
裏
へ
の
参
仕
が
問
題
に
な
っ

て
お
り
、
そ
の
時
は
一
条
兼
良
ら
が
先
例
が
な
い
と
反
対
し
た
ら
し
い
。
称
光
天
皇

の
上
臈
が
後
花
園
天
皇
の
上
臈
と
し
て
参
仕
し
た
例
の
よ
う
に
、
内
裏
か
ら
内
裏
へ

の
参
仕
は
構
わ
な
い
が
、
院
の
上
臈
か
ら
内
裏
へ
の
参
仕
は
例
が
な
い
と
い
う
も
の

で
あ
っ
）
15
（
た
。
し
か
し
、
前
述
の
如
く
「
旧
院
上
臈
」
は
内
裏
へ
の
参
仕
を
実
現
し
て

い
る
よ
う
で
あ
）
16
（
る
。

　

こ
の
時
期
の
『
御
湯
殿
上
日
記
』
を
開
く
と
、
内
裏
で
は
近
臣
や
女
房
た
ち
を
中

心
に
鞍
馬
や
清
荒
神
な
ど
に
「
御
代
官
参
り
」
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
女
房
の
場
合
、
毎
月
順
番
に
一
人
ず
つ
天
皇
の
代
官
と
し
て
参
詣
し
、
も

ど
っ
て
き
て
お
土
産
（
宮
笥
）
を
他
の
女
房
た
ち
に
配
っ
て
い
る
記
事
が
多
く
見
え

て
い
る
。
例
え
ば
、
文
明
一
三
（
一
四
八
一
）
年
と
長
享
二
（
一
四
八
八
）
年
を
見
て

み
る
と
、
表
１
・
２
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
大
体
毎
年
、
上
臈
・
典
侍
・
内
侍
に

播
磨
・
伊
与
・
御
乳
人
で
分
担
し
、
ひ
と
月
ず
つ
割
り
当
て
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る

が
、
表
１
の
よ
う
に
一
〇
・
一
一
月
連
続
し
て
勾
当
内
侍
が
詣
で
て
い
る
の
は
、
他

の
内
侍
が
障
り
が
あ
っ
て
行
け
な
か
っ
た
た
め
の
代
役
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
延
徳
二
年
の
八
月
の
清
荒
神
へ
の
代
官
参
り
に
「
き
よ
し
へ
め
ゝ
す
も
し

の
代
に
大
す
御
ま
い
）
17
（
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
番
の
目
々
典
侍
の
代
わ
り
に
大
納
言

典
侍
が
出
か
け
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
表
２
の
清
荒
神
の
三
月
の
場
合
、「
新
大
す

け
殿
き
よ
し
の
御
は
ん
に
て
、
庭
田
少
将
ま
い
ら
る
ゝ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
担
当
者

の
新
大
納
言
典
侍
の
代
わ
り
に
彼
女
の
甥
の
庭
田
重
経
が
代
参
し
て
い
る
。
表
１
の

六
月
に
見
え
る
三
位
尼
、
一
二
月
に
見
え
る
伯
忠
富
も
恐
ら
く
代
役
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
表
２
の
四
月
に
見
え
る
新
大
納
言
典
侍
局
が
実
際
詣
で
た
日
が
五
月
一
四
日
と

な
っ
て
い
る
の
は
、「
く
ら
ま
へ
御
代
く
わ
ん
に
さ
き
の
月
の
ふ
ん
に
御
ま
い
り
」

と
あ
る
よ
う
に
前
の
月
に
行
け
な
か
っ
た
分
を
翌
月
に
消
化
し
て
い
る
場
合
で
あ

り
、
弘
治
二
（
一
五
五
六
）
年
の
大
納
言
典
侍
の
よ
う
に
、「
き
よ
し
へ
御
代
く
わ
ん

に
ま
い
る
、
…
正
月
分
な
り
」（『
御
湯
』
弘
治
二
・
三
・
一
四
）、「
く
ら
ま
へ
御
代
く

わ
ん
に
ま
い
る
、
…
二
月
分
な
り
」（
同
二
・
五
・
八
）
と
い
う
よ
う
に
清
荒
神
の
正

月
分
を
三
月
に
、
鞍
馬
へ
の
二
月
分
を
五
月
に
、
と
い
う
よ
う
に
か
な
り
遅
れ
て
消

化
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

旧
院
上
臈
の
場
合
、
誰
か
の
代
役
と
い
う
の
で
は
な
く
、
正
式
な
メ
ン
バ
ー
と
し

て
文
明
一
一
年
か
ら
一
九
年
か
け
て
ほ
ぼ
毎
年
担
当
し
て
い
る
し
、
鞍
馬
や
清
荒
神
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表１　文明13年の鞍馬への御代官参り

 月 担当者　　（　）内は月日
１月 上臈（1.23）
２月 大納言典侍（2.7）
３月 権大納言典侍（3.29）
４月 新大納言典侍（4.29）
５月 旧院上臈（5.27）
６月 三位尼（6.28）
７月 伊与（7.21）
８月 今参（8.25）
９月 御乳人（9.16）
10月 勾当（10.9）
11月 中内侍（11.17）
12月 民部卿（伯忠富、12.13）

表２　長享２年の御代官参り

月 鞍　馬 清荒神
１月 勾当？（9.5） ？
２月 上臈（3.7） ？
３月 大納言典侍（3.30） 庭田重経（新大納言典侍の代参、3.20）
４月 新大納言典侍（5.14）上臈（5.14）
５月 新典侍（5.14） 新典侍（5.15）
６月 勾当（6.22） 中内侍（6.22）
７月 新内侍？（9.5） ？
８月 勾当（8.9） ？
９月 伊与（9.30） ？
10月 ？ 大納言典侍（10.26）
11月 今参？（12.3） 勾当（11.24）
12月 御乳人（12.5） ？

戦
国
時
代
禁
裏
女
房
の
基
礎
的
研
究
（
松
薗
）

と
は
別
に
、
文
明
一
八

年
に
因
幡
堂
に
対
し
て

三
度
行
わ
れ
た
内
裏
女

房
た
ち
に
よ
る
「
七
人

御
ま
い
）
18
（

り
」
に
も
、
五

月
と
一
〇
月
に
行
わ
れ

た
そ
れ
に
加
わ
っ
て
い

る
。

　

な
ぜ
旧
院
上
臈
と
い

う
変
則
的
な
形
で
出
仕

し
て
い
た
か
に
つ
い
て

は
、
次
の
こ
と
が
参
考

に
な
ろ
う
。
長
享
三

（
一
四
八
九
）
年
、
長
ら

く
病
に
臥
せ
っ
て
い
た

旧
院
上
臈
三
条
冬
子

は
、
八
月
七
日
に
内
裏

に
「
身
暇
」
を
申
し
入

れ
、
大
炊
御
門
信
量
の

女
を
「
相
続
仁
躰
」
と

定
め
置
い
て
、
二
一
日

に
四
九
歳
で
出
家
を
遂

げ
た
（『
実
隆
公
記
』
長

享
三
・
八
・
二
一
）。
し

か
し
、
九
月
八
日
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
（
同
前
九
月
一
一
日
条
）。
出
家

の
前
に
跡
継
ぎ
と
定
め
て
お
い
た
女
性
は
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
延
徳
二
（
一
四
九
〇
）

年
正
月
二
九
日
条
に
「
き
う
上
ら
ふ
の
御
あ
と
の
御
れ
う
人
」
と
見
え
る
女
性
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
『
実
隆
公
記
』
の
三
月
四
日
条
に
「
抑
今
日
旧
院
上
臈
相
続

之
上
臈
〔
故
大
炊
御
門
息
女
、
十
六
才
云
々
〕
新
参
云
々
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
六

歳
で
内
裏
に
出
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
女
性
は
、
こ
の
後
、「
い
ま
上
ら

ふ
」
と
か
「
わ
か
上
ら
ふ
」
と
呼
ば
れ
て
『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
現
わ
れ
、
旧
院
上

臈
と
同
様
、
鞍
馬
な
ど
へ
の
代
官
参
り
に
参
加
し
て
い
る
。

　

後
土
御
門
天
皇
の
生
母
（
嘉
楽
門
院
）
は
も
と
も
と
伊
与
局
と
い
い
、
藤
原
孝
長

と
い
う
人
物
の
女
で
あ
っ
）
19
（

た
。
和
気
郷
成
の
猶
子
と
し
て
内
裏
に
「
台
所
別
当
」
と

し
て
出
仕
し
て
い
た
が
、
一
六
歳
の
後
花
園
天
皇
の
皇
女
を
生
）
20
（

み
、
更
に
嘉
吉
二

（
一
四
四
二
）
年
五
月
二
五
日
に
は
皇
子
を
生
ん
だ
。
当
初
は
、
母
の
出
自
の
低
さ
か

ら
、
後
に
上
臈
の
女
房
か
ら
然
る
べ
き
皇
子
が
誕
生
す
れ
ば
、
寺
に
入
れ
ら
れ
る
予

定
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
内
裏
で
は
な
く
伏
見
宮
家
で
長
ら
く
養
育
さ
れ
て
い
た
。
結

局
、
生
ま
れ
た
皇
子
は
こ
の
伊
与
所
生
の
一
人
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
女
は
さ
ら

に
上
級
貴
族
の
大
炊
御
門
信
宗
の
猶
子
と
さ
れ
、
文
正
元
年
に
は
二
位
に
叙
せ
ら

れ
）
21
（
た
。
こ
の
関
係
か
ら
大
炊
御
門
家
は
後
土
御
門
天
皇
の
生
母
の
実
家
と
し
て
、
恐

ら
く
晩
年
の
後
花
園
天
皇
に
同
家
所
縁
の
旧
院
上
臈
（
後
述
す
る
よ
う
に
養
子
と
し
て

信
宗
の
跡
を
継
い
だ
の
は
、
冬
子
の
同
母
兄
弟
の
信
量
で
あ
っ
た
）
を
上
臈
と
し
て
送
り

込
み
、
後
花
園
天
皇
崩
御
時
に
三
一
歳
と
ま
だ
若
か
っ
た
彼
女
は
さ
ら
に
そ
の
ポ
ス

ト
を
大
炊
御
門
家
に
維
持
す
る
た
め
に
、
前
に
触
れ
た
よ
う
に
実
家
の
権
威
で
も
っ

て
半
ば
強
引
に
後
土
御
門
天
皇
の
「
上
臈
」
格
と
し
て
出
仕
し
、
同
家
に
適
当
な
後

継
ぎ
が
育
つ
ま
で
、
中
継
ぎ
的
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
信

量
女
の
「
若
上
臈
」
は
、
予
定
通
り
後
柏
原
天
皇
践
祚
と
共
に
上
臈
の
地
位
に
就
い

298



─　  （　）─54

愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号

て
い
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
信
量
は
正
親
町
持
季
の
女
を
妻
と
し
て
、
嗣
子
の
経
名
を
儲
け
て

い
る
こ
と
か
ら
（『
公
卿
補
任
』
明
応
八
年
経
名
の
項
）、
１
と
し
て
述
べ
た
上
臈
の
姉

妹
が
妻
で
あ
っ
た
訳
で
そ
の
事
情
は
も
う
少
し
複
雑
か
も
し
れ
な
い
。

（
二
）
典
侍

１
．
広
橋
顕
子
（
頼
子
、
大
納
言
典
侍
）

　

す
で
に
木
村
洋
子
氏
の
研
）
22
（
究
で
、
日
野
兼
郷
の
女
で
あ
る
大
納
言
典
侍
広
橋
顕
子

が
、
永
享
五
（
一
四
三
三
）
年
四
月
に
六
歳
で
典
侍
に
任
ぜ
ら
れ
て
賀
茂
祭
の
使
い

の
典
侍
と
な
っ
た
頼
）
23
（
子
と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
更
に

正
確
を
期
せ
ば
、
同
じ
く
『
薩
戒
記
』
永
享
五
年
四
月
一
四
日
条
に
「
典
侍
頼
子

〔
故
権
大
納
言
家
秀
卿
女
也
〕」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
々
は
同
じ
日
野
流
の
日
野
家
秀

（
資
教
子
、
秀
光
改
名
）
の
女
を
広
橋
兼
郷
が
養
女
と
し
て
出
仕
さ
せ
た
ら
し
く
、『
尊

卑
分
脈
』
の
秀
光
女
子
に
「｛
後
花
園
院
典
侍
｝
為
㍼兼
郷
卿
子
㊥
真
乗
寺
宮
御
母

儀
」（｛　

｝
内
は
傍
注
、
以
下
同
じ
）
と
あ
る
の
も
事
実
と
考
え
ら
れ
）
24
（
る
。

　

奥
野
高
広
氏
は
、『
親
長
卿
記
』
に
よ
り
文
明
二
年
五
月
七
日
に
典
侍
に
任
ぜ
ら

れ
、
大
納
言
典
侍
と
称
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
日
の
記
事
は
刊
本
の
『
親
長
卿

記
』
に
は
所
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な
い
。

　

木
村
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
嘉
吉
三
（
一
四
四
三
）
年
段
階
で
「
め
ゝ
典
侍
」

と
し
て
出
仕
し
て
お
り
、『
康
富
記
』
嘉
吉
四
・
一
・
三
に
「
後
日
伝
聞
、
今
日
内

裏
女
房
達マ

マ

新
佐
局
〔
故
中
納
言
秀
光
卿
息
女
云
々
〕、
俄
成
㍼狂
気
㍽之
間
、
女
中
騒

動
云
々
、
不
㍾可
㍾説
々
々
」
と
見
え
る
「
新
佐
局
」
が
「
し
ん
す
け
」
に
漢
字
を
あ

て
た
も
の
と
す
れ
ば
、
す
で
に
新
典
侍
と
呼
ば
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
）
25
（
る
。『
康
富

記
』
に
よ
れ
ば
、
康
正
元
（
一
四
五
五
）
年
の
賀
茂
祭
に
も
典
侍
と
し
て
頼
子
が
参

仕
し
て
い
る
（
閏
四
・
二
八
）。

　

文
明
三
年
二
月
、
後
花
園
院
の
三
十
五
日
の
忌
日
に
「
今
日
大
納
言
比
丘
尼
被
㍾

行
㍾時
〔
比
丘
尼
衆
許
也
〕
有
㍼施
餓
鬼
㊥
入
夜
有
㍼円
頓
）
26
（
戒
㍽」
と
見
え
る
「
大
納
言

比
丘
尼
」
が
後
花
園
天
皇
の
大
納
言
局
（
広
橋
綱
子
）
と
す
れ
ば
、
す
で
に
出
家
し

て
お
り
、
こ
れ
以
前
に
顕
子
（
頼
子
）
が
大
納
言
典
侍
に
就
い
て
い
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
は
、「
大
す
け
殿
」「
大
す
も
し
」「
大
す
」
な
ど
と

表
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、
単
に
「
す
け
と（

殿
）の

」「
す
も
し
」
と
表
記
さ
れ
る
場
合
が

あ
る
の
で
注
意
す
る
必
要
が
あ
）
27
（
る
。

　

顕
子
は
、
後
土
御
門
天
皇
の
時
代
を
通
じ
て
大
納
言
典
侍
と
し
て
女
房
た
ち
を

束
）
28
（
ね
、
後
柏
原
天
皇
践
祚
の
直
後
、
明
応
一
〇
（
一
五
〇
一
）
年
二
月
三
日
、
七
十

三
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
（『
言
国
卿
記
』）。

２
．
庭
田
朝
子
（
新
典
侍
↓
新
大
納
言
典
侍
）

　

庭
田
重
賢
（
重
賢
↓
政
賢
↓
成
賢
↓
長
賢
と
改
名
）
の
女
で
、
後
柏
原
天
皇
の
生
母

庭
田
朝
子
で
あ
る
。

　

庭
田
家
は
宇
多
源
氏
綾
小
路
家
の
庶
流
で
あ
る
が
、
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
室
（
南

御
方
、
敷
政
門
院
）
が
庭
田
家
の
出
で
、
彼
女
が
生
ん
だ
皇
子
彦
仁
が
即
位
し
、
後

花
園
天
皇
と
な
っ
た
た
め
、
外
戚
の
家
と
し
て
こ
の
時
期
家
格
が
上
昇
し
た
。
寛
正

五
（
一
四
六
四
）
年
一
〇
月
二
〇
日
に
即
位
前
の
成
仁
親
王
と
の
間
に
皇
子
を
生
み
、

こ
の
皇
子
が
後
に
後
柏
原
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
ど
の
よ
う
に

呼
ば
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
の
こ
と
を
物
語
る
史
料
と
し
て
次
の

史
料
③
が
あ
る
。

　

③
「
広
亜
相
示
云
、
有
㍼典
侍
宣
下
㊥
源
大
納
言
入
道
息
女
云
々
、
若
宮
御
方
御

母
也
〔
件
女
房
初
候
㍼武
家
之
姫
宮
㊥
其
後
今
上
御
㍼

‒

座
伏
見
殿
㍽｛
親
王
御
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戦
国
時
代
禁
裏
女
房
の
基
礎
的
研
究
（
松
薗
）

時
｝
之
時
、
連
々
被
㍾召
了
、
宮
一
両
所
御
出
生
、
御
在
位
之
後
、
若
宮
又
御

出
生
、
号
㍼近
衛
局
㊥
此
間
内
々
祇
候
、
今
有
㍼典
侍
宣
下
㊥
定
有
㍼先
例
㍽歟
〕、

仍
詣
㍼源
大
納
言
入
道
許
㊥
賀
了
…
」（『
親
長
卿
記
』
文
明
五
・
八
・
五
）

　

文
明
三
（
一
四
七
一
）
年
に
近
衛
局
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
の
女
性
）
29
（

は
、
恐
ら
く
翌

四
年
に
も
う
一
人
皇
子
を
産
ん
で
い
）
30
（

る
。
そ
し
て
文
明
五
年
に
典
侍
に
任
ぜ
ら
れ

た
。
史
料
③
は
こ
の
時
の
記
事
で
あ
る
。

　

彼
女
は
も
と
も
と
将
軍
家
に
姫
君
が
誕
生
し
た
際
）
31
（

に
、
女
房
と
し
て
出
仕
し
、
そ

の
後
、
即
位
以
前
の
後
土
御
門
が
伏
見
宮
で
養
育
さ
れ
て
い
た
時
に
見
初
め
ら
れ
て

皇
子
を
生
み
、
近
衛
局
と
称
し
て
内
々
出
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。即
位
後
、典
侍
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
た
の
は
、庭
田
家
に
は
そ

れ
ま
で
典
侍
を
出
し
た
例
が
な
く
、家
格
も
そ
れ
程
高
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

典
侍
と
な
っ
て
「
新
典
侍
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
彼
女
は
、
文
明
七
年
九

月
に
ま
た
出
産
し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
「
誕
生
之
宮
」
は
そ
の
日
の
う
ち
に
亡

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
（『
実
隆
公
記
』
文
明
七
・
九
・
四
）。『
御
湯
』
文
明
一
〇
・
二
・

二
〇
に
「
御
う
し
新
大
す
も
し
よ
り
ま
い
る
」、
翌
日
に
「
新
大
す
け
殿
よ
り
御
名

の
め
て
た
さ
と
て
、
三
色
・
一
か
ま
い
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
文
明
一
〇
年
に
新
大

納
言
典
侍
と
改
名
さ
れ
た
。
以
後
、
延
徳
四
年
七
月
二
〇
日
に
五
六
歳
で
亡
く
な
る

ま
で
こ
の
名
）
32
（
称
で
よ
ば
れ
た
（『
御
湯
』
で
は
「
新
大
す
け
殿
」）。

３
．
万
里
小
路
命
子
（
新
典
侍
↓
権
大
納
言
典
侍
）

　

万
里
小
路
冬
房
の
女
。
文
明
三
（
一
四
七
一
）
年
五
月
、
甘
露
寺
親
長
の
子
息
で

万
里
小
路
冬
房
の
養
子
と
な
り
、
参
議
・
右
大
弁
ま
で
昇
っ
て
い
た
春
房
が
突
然
出

奔
し
出
家
し
て
し
ま
っ
た
際
、
そ
の
跡
の
こ
と
を
勾
当
内
侍
の
局
で
大
納
言
典
侍

（
広
橋
顕
子
）
と
相
談
し
て
い
る
「
新
典
侍
〔
右
大
弁
妹
〕」
が
典
侍
と
し
て
確
認
さ

れ
る
初
見
で
、
当
初
は
新
典
侍
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
）
33
（

い
。

　
『
親
長
卿
記
』
文
明
六
・
三
・
二
八
に
は
、
内
裏
で
行
わ
れ
た
十
種
酒
の
際
、
左

方
の
女
房
と
し
て
「
御
臺
・
権
大
納
言
典
侍
・
新
典
侍
〔
若
宮
御
母
堂
、
元
号
近
衛

局
、
去
年
被
補
典
侍
〕・
勾
当
内
侍
」
と
し
て
見
え
て
お
り
、
す
で
に
権
大
納
言
典

侍
と
改
名
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
、
文
明
五
年
八
月
、

元
近
衛
局
（
庭
田
朝
子
）
が
典
侍
と
な
り
新
典
侍
と
称
し
た
た
め
、
同
時
に
名
を
改

め
た
と
考
え
ら
れ
る
（『
御
湯
』
で
は
「
権
す
も
し
」「
こ
ん
す
け
」「
こ
ん
す
」）。

　

と
こ
ろ
で
、『
尊
卑
分
脈
』
の
万
里
小
路
冬
房
女
子
（
命
子
）
の
注
に
「
贈
相
国

義
熈
公
妾
」
と
見
え
る
が
、
こ
れ
は
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
の
文
明
一
四
・
一

一
・
一
八
に
見
え
る
「
新
将
軍
御
臺
〔
日
野
姉
也
〕
被
㍾出
㍼御
所
中
㊥
自
㍾兼
不
快

之
故
也
、
悪
女
也
云
々
、
故
万
里
小
路
冬
房
卿
息
女
叶
㍼上
意
㍽云
々
」
と
あ
る
記
事

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
興
福
寺
大
乗
院
尋
尊
は
、
足
利
義
熈
（
義

尚
）
が
正
室
（
日
野
勝
光
女
）
を
嫌
っ
て
追
出
し
、
万
里
小
路
冬
房
の
女
を
気
に
入
っ

た
と
い
う
噂
を
聞
き
付
け
日
記
に
書
き
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る

の
が
、『
御
湯
』
文
明
一
四
・
一
一
・
九
に
見
え
る
「
こ
ん
す
け
と
の
御
い
と
ま
こ

ひ
に
御
ま
い
り
、
御
た
る
・
御
か
わ
ら
け
の
物
な
と
ま
い
ら
せ
ら
る
ゝ
、
御
し
や
く

な
と
に
て
御
さ
か
月
ま
い
る
、
大
や
け
・
わ
た
く
し
、
御
な
こ
り
お
し
さ
ふ
く
を
と

も
た
れ
ま
い
ら
す
る
、
宮
の
御
か
た
へ
も
御
ま
い
り
、
御
さ
か
月
ま
い
ら
す
る
」

と
、
権
大
納
言
典
侍
が
暇
乞
い
の
宴
を
内
裏
で
催
し
た
記
事
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

同
じ
く
文
明
一
六
・
三
・
二
九
に
は
「
こ
ん
す
け
殿
返
り
ま
い
り
あ
り
、
ひ
ん
か
し

山
と
の
よ
り
申
さ
れ
て
、
色
〳
〵
し
た
く
ま
い
ら
せ
ら
れ
て
、
御
ま
い
り
あ
ら
せ
ら

る
ゝ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
年
後
、
内
裏
に
復
帰
し
て
お
り
、
義
尚
と
の
関
係
は
短

期
間
に
終
わ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
後
、
内
裏
の
女
房
と
し
て
の
活
動
が
確
認
さ
れ
る

が
、
文
明
一
九
（
一
四
八
七
）
年
二
月
一
七
日
、
出
家
し
て
し
ま
う
。『
実
隆
公
記
』
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号

に
よ
れ
ば
、「
自
㍼去
十
日
頃
㍽違
㍼時
宜
㊥
非
㍼殊
事
㍽之
間
雖
㍾不
㍾可
㍾及
㍼此
儀
㊥
窮

困
彼
是
修
因
成
□
時
刻
到
来
者
乎
、
出
離
之
基
雖
㍼羨
之
当
時
㍽不
□
□
」
と
あ
る
よ

う
に
、
二
月
一
〇
日
頃
に
天
皇
の
意
向
に
沿
わ
な
い
よ
う
な
こ
と
が
起
き
た
ら
し
い

が
、
そ
れ
程
の
問
題
で
は
な
い
の
で
出
家
な
ど
し
な
い
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
が
、
経
済
的
に
も
苦
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
を
機
会
に
と
髪
を
下
ろ

し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。

　

そ
し
て
尼
と
な
っ
た
翌
年
の
長
享
二
（
一
四
八
八
）
年
三
月
二
八
日
に
わ
ず
か
三

六
歳
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
三
条
西
実
隆
は
彼
女
を
「
手
跡
等
神
妙
、
可
㍾惜
宮

女
也
」
と
評
し
、
そ
の
早
す
ぎ
る
死
を
惜
し
ん
で
い
る
（『
実
隆
公
記
』
長
享
二
・
四
・

三
）。４

．
勧
修
寺
房
子
（
新
典
侍
↓
新
大
納
言
典
侍
）

　

勧
修
寺
教
秀
の
女
で
、『
親
長
卿
記
』
文
明
一
七
・
四
・
三
〇
に
「
自
㍼少
年
㍽為
㍼

親
王
御
方
上
臈
㍽」
と
あ
る
よ
う
に
、
少
女
の
頃
か
ら
勝
仁
親
王
（
後
柏
原
天
皇
）
の

も
と
に
仕
え
て
い
た
が
、
後
土
御
門
天
皇
の
寵
愛
を
得
て
、
文
明
一
五
年
に
新
大
納

言
局
と
い
う
名
で
天
皇
方
に
参
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
女
性
で
あ
）
34
（
る
。

　
『
実
隆
公
記
』
文
明
一
一
・
閏
九
・
一
四
に
は
「
抑
勧
修
寺
老
母
今
日
辰
下
剋
逝

去
、
春
秋
七
十
四
歳
云
々
、
雖
㍾為
㍼老
年
㊥
猶
以
可
㍾不
㍼哀
慟
㍽乎
、
不
便
々
々
、

若
宮
御
方
上
臈
暇
卅
ヶ
日
之
間
退
出
云
々
」
と
あ
り
、
勧
修
寺
教
秀
の
母
が
亡
く

な
っ
た
際
、
喪
に
服
し
内
裏
を
退
出
し
た
「
若
宮
御
方
上
臈
」
は
こ
の
新
大
納
言
局

と
な
っ
た
女
性
で
あ
ろ
う
。

　

文
明
一
七
年
閏
三
月
二
九
日
に
は
皇
女
を
出
産
し
、
残
念
な
が
ら
そ
の
日
に
亡
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
翌
月
に
彼
女
を
典
侍
に
任
）
35
（
じ
、
以
後
、
新
典
侍
（『
御
湯
』
で

は
「
新
す
も
し
」）
と
よ
ば
れ
た
。
文
明
一
八
年
九
）
36
（
月
、
さ
ら
に
延
徳
元
（
一
四
八
九
）

年
八
月
に
も
皇
女
を
出
産
し
て
お
り
、
後
者
の
皇
女
は
、
尼
門
跡
の
一
つ
大
慈
院

（
足
利
義
政
の
女
、
母
は
日
野
富
子
）
の
附
弟
と
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
、
そ
の
た
め
富

子
が
預
か
っ
て
養
育
す
る
こ
と
に
な
っ
）
37
（
た
。
明
応
六
年
八
月
一
日
、
名
を
新
大
納
言

典
侍
（
新
大
典
侍
、
新
大
す
け
殿
）
と
改
め
（『
御
湯
』『
実
隆
公
記
』）、
以
後
、
後
土
御

門
天
皇
が
崩
御
し
出
家
す
る
ま
）
38
（
で
こ
の
名
で
仕
え
た
。

　

後
柏
原
天
皇
践
祚
と
と
も
に
従
三
位
に
叙
さ
れ
、「
三
位
局
」「
三
位
禅
尼
」
な
ど

の
名
称
で
内
裏
に
も
頻
繁
に
出
入
り
し
て
お
り
、
さ
ら
に
後
奈
良
天
皇
の
時
代
に

な
っ
て
『
御
湯
殿
上
日
記
』
が
再
び
残
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
か
な
り
の

老
齢
で
あ
り
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
な
鞍
馬
や
清
荒
神
へ
の
代
官
参
り
を
亡
く
な
る

前
年
の
天
文
一
〇
年
ま
）
39
（
で
ほ
ぼ
毎
年
勤
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
新
大
納
言

典
侍
の
地
位
は
、
妹
藤
子
が
継
い
だ
が
、
そ
の
後
見
と
し
て
内
裏
女
房
の
準
ス
タ
ッ

フ
的
な
立
場
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

５
．
広
橋
守
子
（
目
々
典
侍
↓
権
大
納
言
典
侍
）

　

広
橋
綱
光
の
女
、
大
納
言
典
侍
（
広
橋
顕
子
）
の
姪
に
当
た
る
女
性
で
あ
る
。
こ

の
守
子
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
木
村
洋
子
氏
の
研
）
40
（
究
が
あ
る
の
で
以
下
簡
単
に
述
べ

て
お
く
。

　
『
御
湯
』
文
明
一
五
・
一
一
・
四
に
「
め
ゝ
す
け
殿
御
い
ま
ゝ
い
り
あ
り
」
と
あ

り
、
こ
の
日
典
侍
と
し
て
宣
下
さ
れ
内
裏
に
出
仕
し
た
（『
実
隆
公
記
』
一
一
・
六
。

『
御
湯
』
で
は
「
め
ゝ
す
も
し
」
と
も
呼
ば
れ
る
）。『
御
湯
』
明
応
二
年
一
・
一
九
に
「
権

す
も
し
・
は
り
ま
と
の
名
の
御
さ
か
月
ま
い
ら
せ
ら
る
ゝ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の

日
、
権
大
納
言
典
侍
（
権
典
侍
）
に
改
名
し
た
（『
御
湯
』
で
は
「
こ
ん
す
も
し
」「
こ
ん

す
」
と
呼
ば
れ
る
）。
後
柏
原
天
皇
の
践
祚
後
、
し
ば
ら
く
こ
の
名
で
仕
え
、
明
応
一

〇
（
一
五
〇
一
）
年
二
月
七
日
、
叔
母
の
大
納
言
典
侍
が
亡
く
な
る
と
、
そ
の
跡
を

継
い
で
大
納
言
典
侍
と
な
っ
た
。
こ
の
年
の
五
月
七
日
ま
で
は
権
典
侍
と
し
て
の
活

動
が
確
認
さ
れ
（『
実
隆
公
記
』）、
一
〇
月
九
日
に
は
大
納
言
典
侍
と
な
っ
て
い
る
の
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戦
国
時
代
禁
裏
女
房
の
基
礎
的
研
究
（
松
薗
）

で
（『
和
長
卿
記
』）、
補
任
さ
れ
た
の
は
こ
の
間
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
内
侍

１
．
四
辻
春
子
（
勾
当
内
侍
↓
民
部
卿
典
侍
）

　

勾
当
内
侍
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
吉
野
芳
恵
氏
の
詳
細
な
研
）
41
（

究
が
あ
り
、
応
永
期

か
ら
大
永
年
間
に
至
る
ま
で
の
勾
当
内
侍
の
補
任
状
況
と
そ
の
出
自
に
つ
い
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

　

す
で
に
吉
野
氏
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
春
子
が
勾
当
内
侍
に
就
く
以
前
の
経
歴

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
次
の
史
料
で
あ
る
。

　

④
「
抑
翌
朝
聞
㍾之
｛
子
下
刻
、
十
日
事
也
｝、
長
橋
局
官
女
小
督
逝
去
｛
生
年
四

十
二
才
｝
云
々
、
旧
冬
十
二
月
十
三
日
喪
㍾母
在
㍾里
、
去
六
日
誕
生
女
子
｛
彼

子
則
死
、
難
産
無
㍼比
類
㍽者
也
｝、
源
亜
相
密
通
云
々
、
彼
女
房
自
㍼予
三
歳
歟

四
歳
歟
之
時
㊥
候
㍼亡
父
後
称
名
院
亭
㊥
予
六
歳
之
秋
比
、
依
㍼亡
母
入
魂
㍽参
㍼

長
橋
局
㍽〔
于
㍾時
右
衛
門
内
侍
〕、
自
爾
以
来
已
十
八
年
也
、
勾
当
内
侍
周
章

異
㍼于
他
㍽者
乎
、
予
又
平
日
交
遊
之
好
甚
深
、
当
□
□
嗟
之
思
難
㍾忍
而
已
、

有
為
世
界
可
㍾厭
可
悲
々
々
」（『
実
隆
公
記
』
文
明
九
・
一
・
九
）

　

こ
の
史
料
④
は
、
三
条
西
実
隆
が
日
頃
親
し
く
し
て
い
た
小
督
と
い
う
勾
当
内
侍

に
仕
え
る
女
房
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
記
し
た
記
事
で
あ
る
。
本
論
で
項
目
に
あ
げ

る
内
裏
の
女
房
た
ち
に
は
そ
の
世
話
を
す
る
「
官
女
」
た
ち
が
相
当
数
い
た
よ
う
で

あ
る
が
、『
実
隆
公
記
』
な
ど
公
卿
ク
ラ
ス
の
日
記
で
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
の
傾
向
は
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
も
一
緒
で
あ
る
。
天
皇
に
親
近
し
、
公
卿

た
ち
と
親
し
く
付
き
合
え
る
ク
ラ
ス
と
そ
う
で
は
な
い
そ
れ
以
下
の
人
々
と
の
階
層

差
が
明
確
に
日
記
の
紙
面
に
引
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
こ
の
小
督
と
い
う
女
性

は
か
な
り
若
い
実
隆
と
親
し
か
っ
た
た
め
か
、
彼
女
と
の
交
流
は
珍
し
く
名
前
を
記

し
て
し
ば
し
ば
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
女
性
は
、
実
隆
が
三
歳
か
四
歳
の
頃
か
ら
父
公
保
の
邸
宅
に
仕
え
て
い
た

が
、
母
の
肝
煎
り
で
実
隆
が
六
歳
の
頃
に
当
時
右
衛
門
督
内
侍
と
称
し
て
い
た
春
子

の
も
と
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
隆
六
歳
と
い
う
の
は
、
長

禄
四
（
一
四
六
〇
）
年
で
こ
の
正
月
二
八
日
に
父
公
保
は
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、

そ
の
死
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

こ
の
長
禄
四
年
に
春
子
が
内
侍
に
す
で
に
任
じ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

も
う
少
し
経
歴
が
さ
か
の
ぼ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。『
建
内
記
』
文
安
四
（
一
四
四
七
）

年
四
月
二
〇
日
条
に
「
四
辻
少
将
〔
小
内
侍
少
年
之
間
、
相
代
書
㍾之
也
〕」
と
あ

り
、
小
内
侍
と
よ
ば
れ
る
女
房
が
見
え
て
お
り
、
四
辻
少
将
は
季
春
で
当
時
二
四

歳
、
恐
ら
く
兄
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
年
の
四
月
二
三
日
の
日
吉
祭
に

「
内
侍
小
内
侍
春
子
」
と
参
仕
し
て
い
る
の
で
（『
建
内
記
』）、
内
裏
の
内
侍
と
確
認

さ
れ
、
か
つ
「
春
子
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
四
辻
春
子
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で

あ
る
。
当
時
一
五
歳
く
ら
い
で
あ
る
の
で
、
内
侍
と
な
っ
て
間
も
な
い
こ
ろ
と
考
え

ら
れ
る
。
春
子
は
、
吉
野
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
高
倉
家
（
南
家
藤
原
氏
の

一
流
）
の
出
身
で
あ
る
が
こ
の
頃
に
は
す
で
に
四
辻
家
の
養
女
と
な
っ
て
い
た
こ
と

も
知
ら
れ
る
。

　

春
子
は
、
文
正
元
（
一
四
六
六
）
年
四
月
一
五
日
、
前
勾
当
東
坊
城
孝
子
の
後
を

受
け
て
勾
当
内
侍
と
な
っ
）
42
（
た
。
以
後
、
後
土
御
門
天
皇
の
時
代
を
通
じ
て
勾
当
内
侍

を
勤
め
、
崩
御
後
、
次
に
史
料
に
見
え
る
よ
う
に
、
文
亀
元
（
一
五
〇
一
）
年
二
月

二
七
日
勾
当
を
辞
し
、
先
例
に
基
づ
き
典
侍
に
任
じ
ら
れ
、「
民
部
卿
典
侍
」（
卿
典

侍
）
と
称
し
た
。
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号

　

⑤
「
長
橋
局
勾
当
ヲ
シ（
辞
退
）

タ
ヒ
、
典
侍
ヲ
被
㍾任
也
、
頭
弁
守
光
朝
臣
則
於
㍼御
前
㍽

宣
下
、
口
宣
案
御
局
へ
令
㍾進
了
、
二
ノ
タ（

対
）ヒ
東
御
局
へ
今
夕
ウ
ツ
ラ
レ

畢
、
然
間
中
内
侍
局
被
㍾成
㍼勾
当
㍽畢
、
来
月
二
日
長
橋
局
へ
被
㍾移
云
々
／

一
、
長
橋
局
民
部
卿
典
侍
可
㍾申
云
々
、
然
間
御
坏
三
コ
ン
天
酌
ニ
テ
召
出

在
㍾之
、
予
・
守
光
朝
臣
参
也
」（『
言
国
卿
記
』
文
亀
一
・
二
・
二
七
）

　

勾
当
を
辞
し
た
春
子
は
、
長
橋
局
を
出
て
、
二
の
対
の
東
の
局
に
移
り
、
そ
の
跡

を
中
内
侍
（
東
坊
城
松
子
）
が
継
い
だ
。

　

春
子
は
、
こ
の
後
も
典
侍
と
し
て
内
裏
で
の
参
仕
を
続
け
た
。
文
亀
三
年
一
二
月

一
四
日
、
三
条
西
実
隆
が
春
子
の
局
を
訪
ね
た
際
に
は
普
段
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
が
、
三
〇
日
頃
よ
り
体
調
を
崩
し
（『
二
水
記
』
文
亀
四
・
一
・
六
）、
翌
年

正
月
一
四
日
の
夜
、
七
〇
歳
で
亡
く
な
っ
た
（『
二
水
記
』）。

２
．
藤
原
修
子
（
卿
内
侍
）

　

後
土
御
門
天
皇
の
初
期
に
の
み
活
動
が
見
ら
れ
る
。

　
『
親
長
卿
記
』
文
正
元
（
一
四
六
六
）
年
八
月
五
日
条
で
「
悠
紀
主
基
女
工
所
勾
当

御
点
事
／
仰
、
掌
侍
従
五
位
上
藤
原
春
子
・
同
脩
子
等
可
㍼宣
下
㍽」
と
あ
る
よ
う

に
、
大
嘗
会
主
基
方
の
女
工
所
勾
当
に
決
め
ら
れ
た
藤
原
脩
子
は
、
同
じ
く
八
月
一

一
日
条
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
甘
露
寺
親
長
が
大
嘗
会
の
準
備
の
た
め
に
勾
当
内
侍
に

宛
て
て
出
し
た
書
状
に
「
女
工
所
の
勾
当
の
事
は
、
や
ぜ
ん
下
せ
ら
れ
候
て
候
〔
そ

の
御
つ
ほ
ね
と
、
き
や
う
の
な
い
し
殿
御
ふ
た
り
〕」
と
あ
り
、
卿
内
侍
と
呼
ば
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
卿
内
侍
は
、『
後
法
興
院
記
』
同
年
四
月
一
九
日
条
に
「
藤
原
脩
子
〔
掌

侍
〕」
と
あ
り
、
従
五
位
上
に
叙
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
、
ベ
テ
ラ
ン
の
内
侍

で
あ
っ
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
恐
ら
く
前
代
の
後
花
園
天
皇
の
時
代
か
ら
内
侍
を

勤
め
て
き
た
と
考
え
ら
れ
、
推
測
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
で
藤
原
姓
の
内
侍
を
見
て

み
る
と
、
永
享
一
三
（
一
四
四
一
）
年
か
ら
嘉
吉
三
（
一
四
三
三
）
年
に
か
け
て
「
新

内
侍
」
と
し
て
活
動
が
見
え
る
高
倉
永
盛
の
）
43
（

女
が
考
え
ら
れ
る
。
彼
女
は
、『
建
内

記
』
文
安
四
（
一
四
四
七
）
年
七
月
一
二
日
条
に
「
故
刑
部
卿
永
盛
朝
臣
子
〔
童
形

也
、
名
永
知
云
々
、
十
八
歳
…
〕
今
暁
逝
去
云
々
、
…
姉
者
内
侍
也
、
依
㍼去
年
喪

母
㊥
未
㍾参
㍼局
辺
㍽云
々
」
に
見
え
る
高
倉
永
知
の
姉
で
内
侍
を
勤
め
て
い
る
女
性

と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。

３
．
菅
原
孝
子
（
新
内
侍
↓
中
内
侍
）

　

文
正
元
（
一
四
六
六
）
年
四
月
、
東
坊
城
茂
子
が
勾
当
内
侍
を
辞
し
た
こ
と
に
と

も
な
っ
て
、
菅
原
氏
の
内
侍
と
し
て
東
坊
城
家
の
庶
流
で
あ
る
顕
長
の
女
が
一
二
歳

で
内
侍
と
な
っ
）
44
（
た
。
以
後
、
新
内
侍
と
呼
ば
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
次
の
史
料
⑥
に
見
え
る
よ
う
に
、
文
明
四
（
一
四
七
二
）
年
に
な
っ

て
東
坊
城
家
嫡
流
長
頼
の
女
（
前
勾
当
茂
子
の
姪
）
で
後
花
園
天
皇
の
時
代
に
内
侍
を

勤
め
、
退
位
後
は
仙
洞
で
左
衛
門
督
局
と
呼
ば
れ
て
い
た
女
性
が
後
土
御
門
天
皇
の

内
侍
（
左
衛
門
内
侍
）
と
し
て
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

⑥
「
旧
院
女
房
〔
旧
院
御
在
位
之
時
、
新
内
侍
也
、
御
脱
屣
之
後
別
当
〕
左
衛
門

督
局
〔
前
菅
大
納
言
益
長
息
女
也
〕、
去
年
十
二
月
晦
日
参
㍼内
裏
㊥
与
㍼新
内

侍
㍽〔
菅
宰
相
顕
長
息
女
〕
座
次
事
及
㍼相
論
㊥
兼
日
被
㍾注
、
新
内
侍
者
自
㍾元

内
裏
祇
候
、
左
衛
門
督
局
〔
可
㍾号
㍼左
衛
門
内
侍
㍽云
々
〕、
為
㍼旧
院
祇
候
之

女
房
㊥
為
㍼当
参
㍽之
間
、
可
㍾為
㍼下
臈
㍽云
々
、
但
旧
院
御
脱
屣
之
始
、
一
日

節
供
、
院
女
房
参
㍼内
裏
㊥
々
々
女
房
参
㍾院
之
時
、
臈
次
ハ
先
左
衛
門
督
、
次

新
内
侍
也
、
為
㍾是
如
何
之
由
已
及
㍼勅
問
㍽〔
一
条
大
閤
〕、
猶
左
衛
門
督
内
侍

上
首
可
㍾叶
㍼道
裡
㍽云
々
、
仍
為
㍼上
首
分
㍽也
、
随
㍼思
出
㍽記
㍾之
」（『
親
長
卿
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記
』
文
明
四
・
二
・
八
）

　

こ
の
女
性
が
、
後
花
園
院
の
崩
御
後
、
無
職
に
な
っ
た
こ
と
と
、
恐
ら
く
嫡
流
サ

イ
ド
と
し
て
は
、
ま
だ
若
い
庶
流
出
身
の
内
侍
で
は
不
都
合
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
新
内
侍
は
反
発
を
感
じ
、
出
仕
し
て
き
た
左
衛
門
内

侍
に
対
し
、
内
裏
内
で
の
席
次
に
つ
い
て
相
論
を
起
こ
し
た
。
内
侍
と
し
て
は
先
任

の
自
分
の
方
が
上
で
あ
る
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
左
衛
門
内
侍
側
も
、
内

裏
の
女
房
が
院
に
来
て
い
た
際
は
自
分
が
上
で
あ
っ
た
と
反
論
し
た
。
当
初
は
新
内

侍
を
上
と
し
た
ら
し
い
が
、
一
条
兼
良
な
ど
に
諮
問
さ
れ
た
結
果
、
左
衛
門
内
侍
が

「
上
首
」
で
あ
る
こ
と
が
道
理
に
叶
う
と
い
う
決
着
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ

し
こ
の
後
、
左
衛
門
内
侍
の
活
動
は
ま
っ
た
く
確
認
さ
れ
ず
、
特
に
文
明
九
年
よ
り

残
る
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
も
新
内
侍
と
称
す
る
女
房
の
活
動
は
ず
っ
と
見
え
る
が

（
新
内
侍
殿
、
新
内
、
新
な
も
し
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
）、
左
衛
門
内
侍
ら
し
き
女
房
は

見
え
な
い
。
ま
た
、
こ
の
新
内
侍
も
文
明
七
年
ま
で
活
動
が
見
え
る
が
（『
実
隆
公

記
』
文
明
七
・
三
・
三
）、
そ
の
後
消
息
が
わ
か
ら
な
）
45
（
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
文
明

八
年
東
坊
城
益
長
の
女
が
内
侍
と
し
て
内
裏
に
入
っ
た
際
、「
当
時
内
侍
無
人
之
処

珍
重
々
々
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
（『
実
隆
公
記
』
文
明
八
・
一
・
七
）、
二
人
と
も
す

で
に
内
裏
に
い
な
か
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

４
．
東
坊
城
松
子
（
目
々
内
侍
↓
新
内
侍
↓
中
内
侍
）

　

文
明
八
（
一
四
七
六
）
年
正
月
、
東
坊
城
嫡
流
家
か
ら
「
故
菅
亜
相
益
長
卿
」（
長

遠
子
）
の
女
が
内
侍
と
し
て
入
っ
た
（『
実
隆
公
記
』
文
明
八
・
一
・
七
）。
初
め
は
、

「
目
々
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
）
46
（
が
、
そ
の
年
の
末
あ
た
り
に
新
内
侍
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
、
文
明
九
年
よ
り
始
ま
る
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
新
内
侍
殿
（
新

内
、
新
な
も
し
）
と
出
て
く
る
の
は
こ
の
松
子
で
あ
る
。

　

文
明
一
一
年
一
二
月
に
「
新
内
侍
に
は
か
に
さ
しマ
マ

は
り
に
て
、
御
こ
と
か
く
る
に

つ
き
て
、
な
か
は
し
の
め
い
を
ふ
と
め
し
い
た
し
て
、
い
ま
ゝ
い
り
さ
せ
ら
る
ゝ
、

…
こ
の
ほ
と
の
新
内
侍
、
せ
ん
き
の
こ
と
く
な
か
の
内
侍
と
お
ほ
つ
け
ら
る
ゝ
」
と

あ
る
よ
う
に
（『
御
湯
』
一
二
・
七
）、
こ
の
新
内
侍
に
職
務
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ

て
、
新
し
い
内
侍
が
参
仕
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
新
参
の
内
侍
が
新
内
侍
、
元
の

新
内
侍
は
、
中
内
侍
と
改
名
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
中
内
侍
は
翌
年
の
三
月
に
は
再

び
内
侍
の
職
務
を
勤
め
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
い
る
（『
御
湯
』
文
明
一
二
・
三
・
七
）。

　

こ
の
後
、
後
土
御
門
天
皇
時
代
を
通
じ
て
松
子
は
中
内
侍
と
し
て
参
仕
し
た
。
明

応
八
（
一
四
九
九
）
六
月
七
日
、
中
内
侍
の
局
で
嫡
流
の
和
長
（
松
子
の
甥
）
の
女
の

「
歯
黒
等
祝
」
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
（『
実
隆
公
記
』）、
こ
の
和
長
女
は
、
文
亀
元

（
一
五
〇
一
）
年
、
一
五
歳
で
内
侍
と
し
て
参
仕
し
「
目
々
内
侍
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
女
性
（
和
子
）
と
考
え
ら
れ
（『
実
隆
公
記
』
文
亀
一
・
一
〇
・
九
）、
次
代
の

菅
内
侍
の
準
備
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

明
応
九
（
一
五
〇
〇
）
年
九
月
二
八
日
後
土
御
門
天
皇
崩
御
後
も
し
ば
ら
く
中
内

侍
と
し
て
の
活
動
が
見
え
る
）
47
（
が
、
翌
年
二
月
二
七
日
、
四
辻
春
子
が
勾
当
を
辞
退
す

る
と
、
そ
の
後
任
と
な
り
（『
言
国
卿
記
』
明
応
一
〇
・
二
・
二
七
）、
改
元
後
の
三
月

二
日
長
橋
局
に
入
っ
た
（『
言
国
卿
記
』）。

５
．
四
辻
夏
子
（
新
内
侍
↓
右
衛
門
内
侍
）

　

す
で
に
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、文
明
一
一
（
一
四
七
九
）
年
一
二
月
に
内
侍
と
な

り
、新
内
侍
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
際
「
な
か
は
し
の
め
い
」と
見
え
る
が
、四
辻
家
な

の
か
勾
当
春
子
の
も
と
も
と
の
出
の
高
倉
家
の
出
身
な
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

　

明
応
二
（
一
四
九
三
）
年
三
月
、
高
倉
永
継
の
女
（
継
子
）
が
内
侍
と
な
っ
た
の

で
、
彼
女
は
右
衛
門
内
侍
と
改
名
し
た
（『
御
湯
』
明
応
二
・
三
・
二
九
）。
右
衛
門
内

侍
は
、
明
応
五
年
、「
親
王
御
方
」（
勝
仁
親
王
、
後
の
後
柏
原
天
皇
）
と
関
係
を
持
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ち
、
懐
妊
し
て
一
〇
月
一
七
日
「
著
帯
」
と
な
っ
た
が
（『
実
隆
公
記
』）、
翌
年
二
月

二
三
日
難
産
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
）
48
（
た
。
年
齢
な
ど
は
不
明
で
あ
る
が
、
一

五
歳
く
ら
い
で
内
侍
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
三
〇
歳
を
少
し
越
え
た
く
ら
い
で
あ
ろ

う
か
。

６
．
高
倉
継
子
（
新
内
侍
）

　

す
で
に
前
項
で
触
れ
た
よ
う
に
、
明
応
二
（
一
四
九
三
）
年
三
月
、
内
侍
と
な
っ

た
高
倉
永
継
の
女
（
継
子
）
で
、
後
土
御
門
天
皇
崩
御
後
、
代
が
替
わ
っ
て
も
し
ば

ら
く
新
内
侍
で
参
仕
し
て
お
り
（『
御
湯
』
明
応
九
年
）、
翌
文
亀
元
年
一
〇
月
一
〇
日

改
名
し
、
藤
内
侍
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（『
言
国
卿
記
』）。
山
科
言
国
と
親
し

か
っ
た
ら
し
く
、
彼
の
日
記
に
し
ば
し
ば
現
れ
、
時
に
彼
女
へ
の
借
銭
の
斡
旋
を
し

て
い
る
記
事
な
ど
も
見
え
る
（『
言
国
卿
記
』
文
亀
一
・
四
・
一
〇
）。

（
四
）
そ
の
他

１
．
播
磨
（
賀
茂
某
、
御
今
参
↓
播
磨
）

　

女
蔵
人
と
し
て
内
侍
よ
り
下
の
ラ
ン
ク
の
女
房
で
あ
る
が
、
こ
の
女
蔵
人
の
播
磨

局
の
名
を
称
す
る
女
房
と
伊
与
の
名
を
持
つ
命
婦
、
そ
れ
に
天
皇
の
乳
母
で
あ
る
御

乳
人
は
、
典
侍
・
内
侍
と
共
に
前
述
の
鞍
馬
な
ど
へ
の
御
代
官
参
り
に
も
メ
ン
バ
ー

と
し
て
参
加
す
る
し
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
や
他
の
公
家
の
日
記
に
も
名
前
が
記
さ

れ
る
内
裏
女
房
の
正
式
メ
ン
バ
ー
と
位
置
付
け
て
よ
い
人
々
で
あ
る
。

　

こ
の
播
磨
は
、
当
初
は
「
御
い
ま
ま
い
り
」（
文
字
通
り
新
参
者
の
意
味
で
、
そ
れ
に

天
皇
に
仕
え
て
い
る
こ
と
で
「
御
」
の
字
が
冠
さ
れ
て
い
る
）
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
お

り
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
文
明
九
年
三
月
一
一
日
よ
り
そ
の
活
動
が
見
出
せ
）
49
（
る
。

『
御
湯
』
明
応
二
・
一
・
七
に
「
け
ん
し
の
内
侍
こ
う
た
う
の
内
侍
殿
・
中
内
侍

殿
、
い
き
（
威
儀
）
御
い
ま
ゝ
い
り
」、『
実
隆
公
記
』
明
応
五
・
一
・
一
六
に
「
威

儀
女
房
〔
播
磨
〕
一
人
候
之
」
と
あ
る
よ
う
に
即
位
や
節
会
な
ど
の
際
に
威
儀
の
女

房
を
勤
め
て
い
る
。

　

明
応
六
（
一
四
九
七
）
年
末
よ
り
病
気
だ
っ
た
ら
し
く
、
翌
年
二
月
一
八
日
に
内

裏
に
戻
っ
て
い
る
が
（『
御
湯
』）、
年
齢
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
か
、
八
月
一
〇
日
跡
継

ぎ
と
し
て
養
育
す
る
た
め
に
「
賀
茂
康
久
息
女
五
才
」
を
内
裏
の
局
に
迎
え
て
い
る

（『
実
隆
公
記
』）。
こ
の
子
は
、「
五
々
」
と
い
う
名
前
だ
っ
た
ら
し
く
、
永
正
六
（
一

五
〇
九
）
年
六
月
二
一
日
に
賀
茂
貞
子
と
い
う
名
で
正
式
に
出
仕
し
）
50
（
た
。
こ
の
貞
子

（
五
々
）
は
以
後
、
先
代
と
同
じ
よ
う
に
今
参
（
御
い
ま
ま
い
り
）
と
呼
ば
れ
、
内
裏

の
所
役
を
つ
と
め
て
い
る
。

２
．
伊
与
（
和
気
家
子
）

　

こ
の
命
婦
で
あ
る
伊
与
の
先
代
は
、
す
で
に
本
章
の
上
臈
の
項
で
触
れ
た
よ
う

に
、
藤
原
孝
長
の
女
で
和
気
郷
成
の
猶
子
と
し
て
内
裏
に
出
仕
し
な
が
ら
、
後
花
園

天
皇
の
皇
子
を
産
み
、
そ
の
皇
子
が
唯
一
の
男
子
と
し
て
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と
に

な
っ
た
た
め
に
、
さ
ら
に
上
級
公
家
で
あ
る
大
炊
御
門
信
宗
の
猶
子
と
な
り
、
文
正

元
（
一
四
六
六
）
年
、
従
二
位
に
叙
さ
れ
、
後
に
女
院
宣
下
を
受
け
て
嘉
楽
門
院
と

称
し
た
女
性
で
あ
る
。
こ
の
女
性
は
、
伊
与
局
と
し
て
は
今
の
と
こ
ろ
永
享
六
（
一

四
三
四
）
）
51
（
年
よ
り
、
文
安
四
（
一
四
四
七
）
年
ま
）
52
（
で
確
認
さ
れ
、
そ
れ
以
後
、
文
正
元

年
以
前
に
手
元
で
養
っ
て
い
た
次
の
伊
）
53
（
与
と
交
替
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
後
土
御
門
天
皇
生
母
と
な
っ
た
伊
与
局
の
更
に
先
代
の
伊
与
も

公
卿
の
持
明
院
基
親
の
女
で
あ
り
な
が
ら
和
気
郷
成
の
養
女
と
し
て
出
仕
し
、
台
所

別
当
を
勤
め
て
い
た
が
、
称
光
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
て
懐
妊
し
た
た
め
、
改
め
て
権

大
納
言
正
親
町
実
秀
の
養
女
と
な
り
、
典
侍
と
す
る
な
ど
の
取
沙
汰
が
あ
っ
た
が
、

こ
ち
ら
は
皇
女
が
生
ま
れ
た
の
み
で
終
わ
っ
て
い
）
54
（
る
。

　

後
土
御
門
天
皇
の
伊
与
は
、
文
明
四
（
一
四
七
二
）
年
よ
り
確
認
さ
れ
（『
親
長
卿
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）

記
』
文
明
四
・
一
・
二
）、
延
徳
四
（
一
四
九
二
）
年
に
は
自
身
の
跡
継
ぎ
を
用
意
し
て

い
た
。『
御
湯
』
延
徳
四
・
六
・
二
八
に
見
え
る
「
い
よ
殿
御
り
や
う
」
が
そ
の
子

で
、
明
応
九
年
、
天
皇
崩
御
の
年
の
一
二
月
に
そ
の
地
位
を
交
替
し
た
ら
し
）
55
（

い
。
し

か
し
、
は
っ
き
り
と
し
た
日
付
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　
『
和
長
卿
記
』
明
応
九
・
一
〇
・
一
二
に
よ
れ
ば
、
和
気
冨
就
の
女
で
あ
る
中
将

局
よ
り
命
婦
と
し
て
出
仕
す
る
の
で
名
前
を
撰
ん
で
ほ
し
い
依
頼
を
受
け
て
、
就
子

と
い
う
名
を
撰
進
し
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
翌
年
、
新
し
く
出
仕
し
た
内
侍
姉
小
路

基
綱
の
女
に
撰
ば
れ
た
済
子
と
名
字
が
「
伊
与
局
〔
故
冨
就
朝
臣
女
〕」
の
名
字
就

子
が
同
訓
で
問
題
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
）
56
（

た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
新
し

い
伊
与
は
就
任
以
前
、
中
将
局
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
明
応
九
年
一

〇
月
二
五
日
の
新
帝
践
祚
以
前
に
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
一
二

月
一
一
日
に
後
土
御
門
院
の
素
服
を
賜
っ
た
人
数
に
「
権
す
け
殿
・
中
内
侍
殿
・
い

よ
と
の
」
と
見
え
（『
御
湯
』）、
こ
の
伊
与
は
前
代
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ

の
後
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

３
．
御
乳
人

　

内
裏
内
に
は
皇
子
女
ご
と
に
乳
母
が
付
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
複
数
の
乳
母
が

見
え
る
が
、
こ
れ
は
当
今
の
天
皇
の
乳
母
で
あ
る
。
前
代
後
花
園
天
皇
の
代
に
お
い

て
も
天
皇
が
ま
だ
伏
見
宮
家
の
皇
子
で
あ
っ
た
頃
の
乳
母
（
女
官
賀
々
）
が
、
践
祚

後
、
内
裏
御
乳
人
と
し
て
出
仕
し
て
い
）
57
（
る
。
後
花
園
天
皇
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
御
乳
人
も
出
自
は
不
明
。

　
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
は
、
文
明
九
年
か
ら
活
動
が
見
え
、
明
応
四
年
三
月
頃
、

体
調
を
崩
し
、
す
で
に
結
構
な
年
齢
で
あ
っ
た
の
か
、
三
月
二
七
日
に
出
家
を
申
し

出
）
58
（
た
。
そ
し
て
六
月
二
〇
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
（『
御
湯
』）。
ま
た
死
の
直
前
に

「
わ
か
さ
の
ち
行
」
の
処
分
の
こ
と
が
見
え
、
天
皇
よ
り
料
所
を
与
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
）
59
（

る
。

第
二
章
　
後
柏
原
天
皇
期

　

こ
の
時
期
は
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
を
欠
い
て
い
る
の
で
、
男
性
公
家
の
日
記
に

見
え
る
断
片
的
な
記
事
か
ら
復
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
）
上
臈
（
大
炊
御
門
信
量
女
）

　

す
で
に
第
一
章
（
一
）
上
臈
の
第
三
項
旧
院
上
臈
三
条
冬
子
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た

よ
う
に
、
大
炊
御
門
信
量
の
女
で
あ
る
。
明
応
九
年
一
〇
月
二
五
日
の
践
祚
後
、
一

二
月
の
『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
見
え
る
「
上
ら
ふ
」
は
こ
の
女
性
で
あ
ろ
う
。

　

永
正
三
（
一
五
〇
六
）
年
一
〇
月
頃
に
次
の
代
の
上
臈
と
し
て
三
条
実
香
（
当
時
権

大
納
言
・
右
大
将
）
の
女
を
内
裏
に
出
仕
さ
せ
よ
う
と
画
策
し
、
三
条
西
実
隆
に
相

談
に
出
向
き
、
そ
の
領
承
を
得
よ
う
と
し
て
い
）
60
（
る
。
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
上
臈
の

父
で
あ
る
大
炊
御
門
信
量
の
実
父
は
三
条
実
尚
で
、
実
尚
の
長
子
公
敦
の
子
が
実
香

で
あ
る
。
信
量
に
と
っ
て
甥
の
女
を
後
継
者
に
迎
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
上
臈
は
か
な
り
行
動
的
な
女
性
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
永
正
六
年
八
月
に
は
、

こ
の
三
条
実
香
の
別
の
女
を
伏
見
宮
貞
敦
親
王
の
上
臈
に
入
れ
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ

画
策
し
た
ら
し
く
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
三
条
西
実
隆
は
批
判
的
立
場
に
あ
っ
た

（『
実
隆
公
記
』
永
正
六
・
八
・
二
六
）。

　

さ
ら
に
大
永
五
（
一
五
二
五
）
年
に
は
、
自
分
の
後
継
に
予
定
し
て
い
た
三
条
実

香
の
女
を
将
軍
足
利
義
晴
に
入
れ
よ
う
と
し
、
天
皇
以
下
批
判
的
意
見
が
多
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
が
実
現
し
）
61
（
た
。
翌
年
四
月
七
日
、
後
柏
原
天
皇
が
崩
御
す
る
と
自
身
の

兄
弟
の
大
炊
御
門
経
名
の
一
〇
歳
の
女
に
跡
を
継
が
せ
て
い
る
（『
二
水
記
』
大
永
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六
・
四
・
二
九
）。

　

後
奈
良
天
皇
践
祚
の
際
に
従
二
位
に
叙
さ
れ
、
ま
だ
幼
い
上
臈
を
後
見
す
る
た
め

で
あ
ろ
う
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
は
二
位
殿
と
い
う
名
で
頻
繁
に
内
裏
に
出
入
り

し
、
上
臈
を
は
じ
め
と
す
る
内
裏
女
房
等
と
共
に
、
鞍
馬
な
ど
へ
の
代
官
参
り
な
ど

を
勤
め
て
い
る
。
天
文
六
（
一
五
三
七
）
年
ま
で
活
動
が
う
か
が
え
る
が
、
天
文
七

年
以
降
は
記
事
が
見
え
な
く
な
り
、
他
の
日
記
に
も
見
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
二
）
典
侍

１
．
広
橋
守
子
（
大
納
言
典
侍
）

　

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
前
代
の
大
納
言
典
侍
広
橋
顕
子
は
、
後
柏
原
天
皇
践

祚
の
直
後
、
明
応
一
〇
（
一
五
〇
一
）
年
二
月
三
日
に
亡
く
な
り
、
そ
の
跡
を
目
々

典
侍
と
し
て
参
仕
し
て
い
た
姪
の
守
子
（
綱
光
女
）
が
継
い
だ
。
守
子
は
こ
の
時
代

を
通
じ
て
大
納
言
典
侍
を
勤
め
、
天
皇
崩
御
、
後
奈
良
天
皇
践
祚
後
も
そ
の
地
位
に

あ
っ
た
。
享
禄
二
（
一
五
二
九
）
年
八
月
こ
ろ
体
調
を
崩
し
、
九
月
頃
一
時
よ
く
な
っ

た
感
が
あ
っ
た
が
、
一
〇
月
に
入
る
と
重
体
と
な
り
、
一
〇
月
一
三
日
、
六
五
歳
で

亡
く
な
っ
）
62
（
た
。

２
．
勧
修
寺
藤
子
（
新
大
納
言
典
侍
）

　

勧
修
寺
教
秀
の
女
藤
子
は
、
前
代
の
文
明
一
六
（
一
四
八
四
）
年
、
第
一
皇
子
勝

仁
親
王
に
上
臈
の
女
房
と
し
て
入
り
（
当
時
二
一
）
63
（
歳
）、
阿
茶
々
と
呼
ば
れ
て
い
）
64
（
た
。

　

明
応
九
（
一
五
〇
〇
）
年
一
〇
月
、
勝
仁
践
祚
と
と
も
に
典
侍
に
任
じ
ら
れ
、
新

大
納
言
典
侍
と
呼
ば
れ
た
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
前
代
の
新
大
納
言
典
侍
勧
修
寺

房
子
の
妹
で
あ
り
、
姉
が
従
三
位
に
叙
さ
れ
、
そ
の
地
位
を
辞
し
た
後
、
そ
の
ま
ま

跡
を
継
い
だ
形
と
な
る
。

　

藤
子
は
す
で
に
明
応
五
年
に
皇
子
（
後
の
後
奈
良
天
皇
）
を
出
産
し
て
い
る
が
（『
御

湯
』
一
二
・
二
三
）、
文
亀
四
年
に
も
皇
子
（
後
の
尊
鎮
法
親
王
）
を
出
産
し
た
（『
実
隆

公
記
』
四
・
二
一
）。
大
永
六
年
四
月
五
日
後
柏
原
天
皇
崩
御
に
よ
り
出
）
65
（
家
、
四
月
二

九
日
、
後
奈
良
天
皇
践
祚
と
と
も
に
従
三
位
に
叙
さ
れ
（『
実
隆
公
記
』）、
五
月
二
〇

日
に
准
后
宣
下
を
受
け
る
。
以
後
も
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
は
准
后
（
し
ゆ
こ
う
、

し
ゆ
ん
こ
う
）
や
東
洞
院
殿
（
ひ
ん
か
し
と
う
い
ん
と
の
）
な
ど
と
よ
ば
れ
、
頻
繁
に
内

裏
に
出
入
り
し
て
い
る
。

　

天
文
四
年
正
月
一
一
日
に
亡
く
な
り
（『
言
継
卿
記
』）、
翌
日
に
は
女
院
号
（
豊
楽

門
院
）
が
宣
下
さ
れ
た
。

３
．
庭
田
源
子
（
新
典
侍
）

　

庭
田
雅
行
女
で
、
後
柏
原
天
皇
の
生
母
庭
田
朝
子
（
後
土
御
門
天
皇
新
典
侍
、
後
に

新
大
納
言
典
侍
）
の
姪
に
あ
た
る
。
勧
修
寺
藤
子
同
様
に
第
一
皇
子
勝
仁
親
王
の
も

と
に
上
臈
の
女
房
と
し
て
仕
え
、
御
愛
（
あ
い
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
親
王
方
に

は
、
明
応
三
（
一
四
九
四
）
年
に
は
出
仕
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
）
66
（
が
、
こ
の
年

に
は
、
源
子
は
薨
年
よ
り
逆
算
す
る
と
一
六
歳
な
の
で
、
出
仕
の
時
期
は
そ
う
さ
か

の
ぼ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

勝
仁
践
祚
直
前
の
明
応
九
年
八
月
に
皇
子
（
後
の
覚
道
法
親
王
）
を
産
ん
で
お
り

（『
御
湯
』
八
・
一
一
）、
践
祚
と
と
も
に
典
侍
に
任
じ
ら
れ
、
新
典
侍
と
よ
ば
れ
た
。

『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
も
「
新
す
け
殿
」
と
見
え
て
い
る
（
明
応
九
・
一
一
・
二
〇
な

ど
）。
源
子
は
、
永
正
三
年
に
皇
女
（
大
慈
光
院
覚
音
）
を
産
）
67
（
み
、
永
正
六
年
七
月
に

も
皇
子
（
彦
胤
法
親
王
）
を
産
ん
で
い
）
68
（
る
。

　

大
永
五
（
一
五
二
五
）
年
冬
頃
よ
り
体
調
を
崩
し
、
翌
年
三
月
に
は
重
体
と
な
っ

た
ら
し
）
69
（
い
、
四
月
七
日
に
は
後
柏
原
天
皇
が
崩
御
し
、
後
を
追
う
よ
う
に
四
月
一
三

日
源
子
も
亡
く
な
っ
た
。
四
八
歳
で
あ
っ
た
（『
二
水
記
』
四
・
一
三
）。
六
月
に
は
従

二
位
を
贈
ら
れ
て
い
る
（『
二
水
記
』
六
月
冒
頭
）。
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４
．
勧
修
寺
尚
子
（
目
〃
典
侍
）

　

勧
修
寺
尚
顕
の
女
は
、
永
正
一
五
年
よ
り
内
裏
に
参
仕
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
同

一
六
年
四
月
二
七
日
に
典
侍
と
な
り
、
目
々
典
侍
と
呼
ば
れ
た
（『
二
水
記
』）。
大
永

六
（
一
五
二
六
）
年
正
月
二
三
日
ま
で
目
々
典
侍
と
し
て
の
活
動
が
確
認
さ
れ
（『
二

水
記
』）、
四
月
二
九
日
後
奈
良
天
皇
践
祚
後
、
権
大
納
言
典
侍
（
権
典
侍
）
と
改

名
）
70
（

し
、
享
禄
三
（
一
五
三
〇
）
年
正
月
二
日
に
大
納
言
典
侍
と
な
る
ま
で
そ
の
名
で

あ
っ
た
。

５
．
四
辻
春
子
（
民
部
卿
典
侍
）

　

第
一
章
（
三
）
１
の
四
辻
春
子
の
項
を
参
照
。

（
三
）
内
侍

１
．
東
坊
城
松
子
（
中
内
侍
↓
勾
当
内
侍
↓
菅
大
典
侍
）

　

第
一
章
（
三
）
４
の
東
坊
城
松
子
の
項
で
触
れ
た
よ
う
に
、
明
応
九
（
一
五
〇
〇
）

年
九
月
二
八
日
後
土
御
門
天
皇
崩
御
後
も
し
ば
ら
く
中
内
侍
と
し
て
の
活
動
し
、
翌

年
二
月
、
四
辻
春
子
が
勾
当
を
辞
退
す
る
と
、
そ
の
後
任
と
な
っ
た
。

　

改
元
し
て
文
亀
元
年
と
な
っ
た
こ
の
年
、
東
坊
城
和
長
は
、
叔
母
に
当
た
る
勾
当

内
侍
（
松
子
）
に
呼
ば
れ
て
次
の
よ
う
な
相
談
を
受
け
た
。

　

⑦
「
入
夜
於
㍼勾
当
㍽傾
㍼一
盃
㍽之
次
、
被
㍼相
議
㍽云
、
阿
茶
〔
愚
息
女
〕
来
月
初

比
御
今
参
事
思
立
也
、
日
次
并
名
字
・
内
侍
宣
下
等
之
事
、
可
㍼相
計
㍽云
々
、

予
申
云
、
今
時
分
計
略
難
㍾叶
歟
、
為
㍾如
㍼

‒

何
之
㊥
延
引
不
㍾苦
歟
、
又
被
㍾申

云
、
姉
小
路
宰
相
息
女
来
月
必
可
㍼新
参
㍽也
、
然
者
其
以
前
新
参
之
事
無
㍾之

者
、
可
㍾為
㍼下
臈
㍽歟
、
為
㍼無
念
㍽之
間
、
雖
㍾為
㍼何
様
之
体
㊥
先
可
㍾令
㍼新

参
㍽云
々
、
予
相
同
畢
」（『
和
長
卿
記
』
文
亀
一
・
九
・
二
〇
）

　

史
料
⑦
に
よ
る
と
、
松
子
は
、
和
長
の
息
女
阿
茶
を
来
月
初
め
頃
、
内
侍
と
し
て

出
仕
さ
せ
た
い
の
で
「
日
次
并
名
字
・
内
侍
宣
下
等
之
事
」
を
和
長
に
準
備
す
る
よ

う
に
と
い
う
。
和
長
は
す
ぐ
に
は
無
理
と
渋
っ
た
が
、
松
子
は
、
姉
小
路
宰
相
（
基

綱
）
の
女
が
来
月
内
侍
と
し
て
出
仕
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
後
に
な
る

と
「
下
臈
」
と
な
っ
て
し
ま
い
「
無
念
」
だ
か
ら
何
と
か
そ
の
前
に
出
仕
さ
せ
た
い

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

次
の
史
料
⑧
に
み
え
る
よ
う
に
何
と
か
間
に
合
っ
た
が
、
姉
小
路
基
綱
の
女
と
は

同
時
の
参
仕
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

⑧
ａ
「
今
夜
長
橋
御
料
人
〔
東
坊
□
□
□
〕
□
ニ
被
参
云
々
、
取
乱
也
、
姉
小
路

息
女
同
参
云
々
」　
（『
言
国
卿
記
』
文
亀
一
・
一
〇
・
九
）

　
　

ｂ
「
長
橋
御
料
人
夜
前
内
侍
ニ
被
㍾参
之
間
、
為
㍼其
礼
㊥
一
桶
・
一
種
〔
鮎
ス

シ
一
折
敷
〕
持
、
八
過
時
分
参
了
、
則
長
橋
局
・
同
今
内
侍
被
㍾出
、
酒
在
㍾

之
、
今
内
侍
〔
メ
ヽ
内
侍
ト
云
々
、
御
名
字
和
子
云
々
〕、
此
帰
路
之
次
ニ

姉
小
路
局
礼
行
〔
是
ハ
新
内
侍
云
々
、
名
字
済
子
云
々
〕、
本
新
内
侍
ハ
藤

宰
相
局
ハ
藤
内
侍
云
々
、
此
局
へ
礼
行
了
」（『
言
国
卿
記
』
文
亀
一
・
一

〇
・
一
〇
）

　
「
長
橋
御
料
人
」が
和
長
の
女
で
、⑧
ｂ
に
見
え
る
「
今
内
侍
」、
つ
ま
り
新
参
の
内

侍
で
あ
る
彼
女
は
、
名
字
は
和
子
で
「
メ
ヽ
内
侍
」（
目
々
内
侍
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
⑧
ａ
に
「
取
乱
也
」と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
手
続
き
に
は
和
長
の
心
配

通
り
か
な
り
ば
た
ば
た
し
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
の
姉
小
路
基
綱
の
女
は
、
新
内
侍

と
よ
ば
れ
、
名
字
は
済
子
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ま
で
新
内
侍
と
よ
ば
れ
て
い
た

女
性
（
後
述
す
る
高
倉
継
子
）
は
、
藤
内
侍
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

288



─　  （　）─64

愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号

　

勾
当
内
侍
就
任
早
々
の
松
子
が
す
ぐ
に
後
継
の
こ
と
を
考
え
て
行
動
を
始
め
て
い

る
こ
と
は
興
味
深
い
。
す
で
に
松
子
は
六
〇
歳
に
達
し
て
お
り
、
早
め
に
後
継
者
を

確
保
し
て
お
こ
う
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

大
永
三
（
一
五
二
三
）
年
二
月
、
八
二
歳
の
松
子
は
老
齢
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
勾

当
を
辞
退
し
、
典
侍
と
な
っ
て
「
菅
大
納
言
局
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
）
71
（
た
。
残

念
な
が
ら
勾
当
内
侍
は
、
和
子
に
継
が
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
第
一
内
侍
」
で

あ
っ
た
高
倉
継
子
が
任
じ
ら
れ
た
（『
二
水
』
二
・
九
）。

　

松
子
は
、
翌
四
年
七
月
一
〇
日
、
従
三
位
に
叙
さ
れ
、
一
一
日
に
出
家
を
遂
げ
て

い
る
（『
二
水
記
』）。
そ
の
後
も
元
気
で
、
内
裏
に
出
入
り
し
て
お
り
、
後
奈
良
天
皇

践
祚
後
の
大
永
六
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
も
鞍
馬
や
清
荒
神
へ
の
代
官
参
り
の
メ
ン

バ
ー
と
な
っ
て
参
じ
て
い
た
）
72
（
が
、
享
禄
二
年
九
月
頃
病
が
重
く
な
り
、
二
一
日
に
八

八
歳
で
亡
く
な
っ
）
73
（
た
。

２
．
高
倉
継
子
（
新
内
侍
↓
藤
内
侍
↓
勾
当
内
侍
）

　

第
一
章
（
三
）
６
の
高
倉
継
子
（
新
内
侍
）
は
、
史
料
⑧
に
見
え
る
よ
う
に
、
文

亀
元
年
一
〇
月
、
藤
内
侍
と
改
名
し
、
大
永
三
（
一
五
二
三
）
年
二
月
に
東
坊
城
松

子
の
後
を
受
け
て
勾
当
内
侍
と
な
っ
た
。
大
永
六
年
、
後
奈
良
天
皇
践
祚
後
も
引
き

続
き
勾
当
内
侍
の
地
位
に
あ
っ
た
が
、
翌
七
年
八
月
に
入
っ
て
体
調
を
崩
し
、
九
月

六
日
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
没
年
に
つ
い
て
は
、「
五
旬
許
歟
」（『
二
水
記
』）、

「
四
十
八
才
云
々
」（『
実
隆
公
記
』）、「
五
十
二
歳
歟
」（『
言
継
卿
記
』）
と
は
っ
き
り

し
な
い
（
す
べ
て
九
月
六
日
条
）。

３
．
姉
小
路
済
子
（
新
内
侍
↓
宮
内
卿
）

　

す
で
に
東
坊
城
松
子
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
姉
小
路
基
綱
の
女
で
文
亀
元
年
一

〇
月
、
内
侍
に
任
じ
て
新
内
侍
と
よ
ば
れ
た
女
性
で
あ
る
。
名
字
は
済
子
で
一
九
歳

で
あ
っ
た
（『
実
隆
公
記
』
文
亀
一
・
一
〇
・
九
）。
す
で
に
『
実
隆
公
記
』
同
年
六
月

一
七
日
条
に
「
今
夜
基
綱
卿
息
女
内
々
参
入
、
寄
㍼

‒

宿
新
大
納
言
典
侍
局
㍽云
々
」
と

あ
る
よ
う
に
、
六
月
に
は
内
侍
と
な
る
た
め
に
内
裏
に
入
り
、
新
大
納
言
典
侍
（
勧

修
寺
藤
子
）
の
局
に
預
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

永
正
五
年
三
月
に
改
名
し
、
宮
内
卿
内
侍
（
卿
内
侍
）
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
（『
実
隆
公
記
』
永
正
五
・
三
・
一
七
）。
後
奈
良
天
皇
践
祚
後
も
卿
内
侍
と
し
て
出

仕
し
て
い
た
が
、
大
永
七
年
、
前
項
の
高
倉
継
子
の
死
去
を
受
け
て
勾
当
内
侍
に
任

じ
ら
れ
た
。
前
例
の
な
い
姉
小
路
家
出
身
の
女
性
が
勾
当
内
侍
に
任
じ
ら
れ
た
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
吉
野
芳
恵
氏
の
研
究
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

４
．
東
坊
城
和
子
（
目
々
内
侍
）

　

勾
当
内
侍
東
坊
城
松
子
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
文
亀
元
年
一
〇
月
九
日
に
内
侍

と
な
り
、
目
々
典
侍
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
和
子
で
あ
る
。
当
時
一
五
歳
で

あ
っ
た
が
、「
但
衣
之
色
濃
物
難
㍾得
之
間
、
申
㍼十
六
歳
之
由
㍽」
と
あ
る
よ
う
に
、

衣
裳
の
色
の
故
実
を
理
由
に
年
齢
を
一
つ
上
げ
て
参
仕
し
て
い
る
（『
実
隆
公
記
』）。

松
子
が
、
先
に
入
れ
よ
う
と
画
策
し
た
姉
小
路
済
子
（
一
九
歳
）
へ
の
対
抗
上
、
少

し
で
も
年
齢
差
を
縮
め
よ
う
と
し
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
和
子
は
『
実
隆
公
記
』
永
正
二
・
四
・
一
に
「
抑
目
々
内
侍
自
㍼暁
天
㍽野
狐

付
㍾之
、
頗
狂
気
云
々
」
と
あ
っ
た
り
、
同
三
・
七
・
二
八
に
「
禁
中
目
々
内
侍
今

夜
逐
電
云
々
」
と
あ
る
よ
う
に
、
精
神
的
に
不
安
定
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
永
正
三
年
一
一
月
以
）
74
（
降
、
そ
の
活
動
は
確
認
さ
れ
な
い
が
、『
元
長
卿
記
』
永

正
五
・
正
・
六
に
見
え
る
「
左
衛
門
内
侍
」
は
、
こ
の
目
々
内
侍
が
正
式
に
内
侍
と

な
っ
て
与
え
ら
れ
た
名
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５
．
水
無
瀬
具
子
（
新
内
侍
）

　

水
無
瀬
季
兼
の
女
具
子
は
、
永
正
四
（
一
五
〇
七
）
年
三
月
に
内
侍
と
し
て
出
仕

す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
ら
し
い
（『
実
隆
公
記
』
三
・
二
三
）。
し
か
し
、
何
ら
か
の
事
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情
が
発
生
し
て
そ
の
月
に
参
内
す
る
こ
と
は
見
送
ら
れ
た
（
同
前
三
・
二
七
）。
実
現

し
た
の
は
、
一
年
後
の
永
正
五
年
三
月
の
こ
と
だ
っ
た
（
同
前
永
正
五
・
三
・
一
七
）。

実
隆
に
「
内
侍
喚
名
事
」
で
相
談
が
あ
っ
て
い
る
が
、
実
隆
は
「
女
中
事
殊
無
㍼才

学
㊥
但
当
時
里
之
官
少
将
也
、
少
将
内
侍
可
㍾然
歟
」
と
い
う
意
見
を
述
べ
た
が
（
少

将
は
水
無
瀬
英
兼
で
具
子
は
そ
の
妹
）、
結
局
、「
新
参
人
可
㍾為
㍼新
内
侍
㍽」
と
い
う
勅

定
が
下
り
、
こ
れ
ま
で
新
内
侍
と
呼
ば
れ
て
い
た
姉
小
路
済
子
の
名
前
を
ど
う
す
る

か
に
問
題
が
移
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
具
子
は
、『
尊
卑
分
脈
』
の
広
橋
守
光
女
子
の
注
に
「
後
奈
良
院
大
納
言
典

侍
具
子
／
実
三
木
季
兼
女
／
元
掌
侍
依
㍾勅
為
㍾子
、
仍
転
㍼典
侍
㍽」
と
あ
る
よ
う

に
、
広
橋
守
光
の
養
女
と
な
っ
て
典
侍
に
転
じ
た
ら
し
い
。
転
じ
た
時
期
は
不
明
で

あ
る
が
、
奥
野
高
広
氏
は
、『
実
隆
公
記
』
永
正
一
二
・
一
・
一
六
に
「
目
々
上
臈

頓
滅
云
々
」
と
見
え
る
「
目
々
上
臈
」
を
こ
の
具
子
で
は
な
い
か
と
さ
れ
、
永
正
一

二
年
以
前
、
さ
ら
に
永
正
八
年
に
母
の
喪
よ
り
「
帰
参
」
し
た
新
内
侍
に
「
局
」
を

賜
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
お
）
75
（
り
、
一
一
月
に
は
実
現
し
て
二
の
対
の
新
典
侍
の
局

の
東
隣
に
彼
女
が
移
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
か
）
76
（
ら
、
こ
の
時
す
で
に
典
侍
と

な
っ
た
の
で
は
と
推
測
さ
れ
て
い
）
77
（
る
。
確
か
に
実
隆
ク
ラ
ス
の
上
級
公
家
が
内
侍
の

局
の
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
特
記
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
の
で
、
こ
の
「
帰
参
」
に
は

何
か
特
別
な
事
情
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
後
も
新
内
侍
と
し
て

の
活
動
が
永
正
九
年
ま
で
確
認
さ
れ
る
）
78
（
し
、
永
正
一
二
年
段
階
で
は
す
で
に

「
目
々
」
と
よ
ば
れ
る
年
齢
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、「
目
々
上
臈
」
を
具
子
と

比
定
す
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
難
し
い
。
ま
た
こ
の
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
永
正
一
六

年
に
河
鰭
清
子
が
内
侍
と
し
て
参
仕
し
て
新
内
侍
と
呼
ば
れ
た
の
で
、
女
房
名
も
変

わ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
。

　

具
子
は
、
大
永
六
年
四
月
二
九
日
、
後
奈
良
天
皇
の
践
祚
の
日
「
上
臈
局
〔
十

歳
、
前
右
府
経
名
公
女
〕・
新
大
典
侍
局
〔
故
ー
ー
女
、
水
無
瀬
、
本
祇
㍼

‒

候
御
方
御

所
㍽〕
等
今
夜
為
㍼初
参
㍽」
と
あ
り
、
新
大
典
侍
と
し
て
参
仕
を
し
て
い
る
（『
二
水

記
』）。
広
橋
家
に
と
っ
て
守
子
の
次
の
代
（『
尊
卑
分
脈
』
に
も
守
光
に
姉
妹
が
載
せ
ら

れ
て
い
な
い
）
に
典
侍
が
出
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
次
の
代
（
兼
秀
の
姉
妹
）
に
も
出
な

か
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
、
広
橋
家
の
典
侍
と
し
て
後
奈
良
天
皇
の
後
宮

に
送
り
込
ま
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

６
．
河
鰭
清
子
（
新
内
侍
）

　

永
正
一
六
（
一
五
一
九
）
年
一
一
月
、
閑
院
流
三
条
家
の
庶
流
河
鰭
実
治
の
女
「
御

五
伊
」
が
内
侍
と
し
て
参
仕
し
、
新
内
侍
と
呼
ば
れ
た
が
（『
二
水
記
』
一
一
・
四
）、

二
年
後
秘
か
に
内
裏
を
出
奔
し
て
行
方
知
れ
ず
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
（『
二
水
記
』
永

正
一
八
・
七
・
一
六
）。
そ
の
後
は
不
明
で
あ
る
。

７
．
下
冷
泉
茂
子
（
新
内
侍
）

　
『
二
水
記
』
に
大
永
六
年
正
月
一
日
に
行
わ
れ
た
節
会
の
際
、「
卿
内
侍
持
㍼御
剣
㍽

〔
俊
茂
朝
臣
扶
持
之
〕、
新
内
侍
〔
所
役
初
度
〕
持
㍼御
璽
㍽〔
季
冨
朝
臣
扶
持
〕」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
見
え
る
新
内
侍
は
、
冷
泉
為
孝
の
女
で
高
倉
範
久
の
猶
子

と
し
て
参
仕
し
た
下
冷
泉
茂
子
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

何
故
な
ら
こ
の
年
の
四
月
二
九
日
の
後
奈
良
天
皇
践
祚
後
、『
御
湯
殿
上
日
記
』

に
は
六
月
か
ら
新
内
侍
の
活
動
が
確
認
さ
れ
、
後
述
す
る
よ
う
に
享
禄
五
年
ま
で
そ

の
名
で
内
侍
と
し
て
参
仕
し
て
い
る
が
、
こ
の
内
侍
は
、『
言
継
卿
記
』
大
永
八
・

七
・
三
に
「
新
首
座
〔
冷
泉
前
中
納
言
為
孝
卿
息
、
為
定
朝
臣
・
新
内
侍
等
之
兄

也
〕」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
新
内
侍
が
冷
泉
為
孝
の
女
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
か

ら
で
あ
る
。
茂
子
が
新
帝
践
祚
の
際
に
新
た
に
任
命
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
一

応
こ
の
よ
う
に
推
測
し
て
お
く
。
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（
四
）
そ
の
他

１
．
播
磨

　

前
代
か
ら
の
播
磨
が
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
が
、
永
正
一
三
年
一
二
月
九
日
に
死

去
）
79
（
し
、
前
章
の
播
磨
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
永
正
六
年
、
播
磨
の
跡
を
継
ぐ
た
め

に
内
裏
に
入
っ
た
賀
茂
貞
子
が
今
参
の
名
の
ま
ま
参
仕
を
続
け
、
正
式
に
播
磨
の
名

を
継
い
だ
の
は
、
次
の
後
奈
良
天
皇
の
時
代
の
天
文
五
年
三
月
一
四
日
で
あ
る
（『
御

湯
』
三
・
一
六
）。

２
．
伊
与
（
和
気
就
子
）

　

前
章
の
伊
与
の
項
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
後
柏
原
天
皇
践
祚
の
後
、
前
代
の
伊
与

か
ら
跡
を
継
い
だ
和
気
冨
就
の
女
で
あ
る
が
、
こ
の
女
性
も
養
女
だ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。『
本
朝
皇
胤
紹
雲
録
』
の
後
奈
良
皇
子
で
あ
る
覚
恕
の
注
に
「
准
后
、
曼
珠

院
、
母
伊
与
局
、
小
槻
雅
久
宿
禰
女
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
覚
恕
は
、『
実

隆
公
記
』
大
永
五
・
四
・
一
に
「
今
日
竹
内
附
弟
｛
十
一
才
云
々
｝
御
入
室
云
々

〔
親
王
御
子
、
母
伊
与
局
、
有
㍼子
細
㍽久
親
就
卿
預
申
之
、
今
日
始
参
内
給
云
々
、

兼
日
之
儀
、
公
条
卿
種
々
有
∮申
㍼

‒

入
親
王
御
方
㍽之
子
細
㊧〕
即
御
得
度
、
伊
長
・
重

親
卿
等
着
座
云
々
」
と
見
え
る
人
物
で
、
年
齢
か
ら
逆
算
す
る
と
伊
与
は
、
永
正
一

二
年
頃
に
知
仁
親
王
（
後
の
後
奈
良
天
皇
）
の
皇
子
を
産
ん
だ
ら
し
い
。

第
三
章
　
後
奈
良
天
皇
期

（
一
）
上
臈

１
．
大
炊
御
門
経
名
女

　

大
永
六
年
四
月
二
九
日
、
後
奈
良
天
皇
践
祚
と
と
も
に
「
上
臈
局
〔
十
歳
、
前
右

府
経
名
公
女
〕」
が
内
裏
に
初
参
を
遂
げ
て
い
る
（『
二
水
記
』）。
す
で
に
前
章
の
上

臈
の
項
で
触
れ
た
が
、
叔
母
の
二
位
局
（
前
上
臈
）
が
後
見
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
二

位
局
が
連
れ
て
三
条
西
実
隆
や
東
洞
院
殿
（
後
奈
良
天
皇
生
母
、
勧
修
寺
藤
子
）
の
と

こ
ろ
へ
挨
拶
回
り
に
行
っ
て
い
る
記
事
が
見
え
る
（『
実
隆
公
記
』
大
永
六
・
七
・
一

三
）。

　
『
御
湯
』
享
禄
四
・
四
・
二
四
に
「
上
ら
ふ
の
御
名
か
へ
ま
い
ら
せ
ら
れ
て
し
か

る
へ
き
よ
し
、
こ
の
御
所
よ
り
文
ま
い
り
て
、
に
し
の
御
か
た
に
御
な
り
あ
り
、
め

て
た
く
御
う
れ
し
く
思
ひ
ま
ら
せ
ら
る
ゝ
よ
し
申
さ
る
ゝ
」
と
あ
り
、
呼
び
名
が
西

の
御
方
に
変
え
ら
れ
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
が
、
そ
の
後
も
上
臈
と
見
え
る
よ
う

で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
の
か
不
明
。
一
五
歳
に
な
っ
た
は
ず
で
、
一
人

前
の
女
房
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。『
御
湯
』
天
文
一
一
・
四
・
四
に

父
経
名
の
出
家
の
こ
と
が
見
え
、
四
月
一
〇
日
に
出
家
（『
公
卿
補
任
』）
の
後
、
こ

の
上
臈
は
辞
退
し
た
可
能
性
が
強
い
。

２
．
三
条
公
頼
女

　
『
御
湯
』
天
文
一
二
・
一
二
・
二
一
に
「
上
ら
ふ
い
ま
ま
い
り
あ
り
、
右
ふ
ゆ
う

し
に
て
常
は
院
宮
の
姫
に
な
り
、
三
色
三
か
ま
い
る
、
夜
に
入
て
御
ま
い
り
あ
り

て
、
御
さ
か
月
つ
ね
の
御
所
に
て
三
こ
ん
ま
い
る
、
め
て
た
し
〳
〵
〳
〵
〳
〵
〳
〵

〳
〵
、
や
か
て
御
つ
ほ
ね
に
御
さ
ふ
ら
ひ
あ
り
」
と
あ
り
、「
右
ふ
」（
右
大
臣
三
条

公
頼
）
の
猶
子
で
上
臈
と
し
て
出
仕
し
た
ら
し
い
が
、
そ
の
後
天
文
一
七
年
ま
で
活

動
が
確
認
で
き
る
が
そ
の
後
は
不
明
。
公
頼
は
、
実
香
の
子
で
、
後
柏
原
天
皇
の
上

臈
の
項
で
触
れ
た
よ
う
に
、
大
炊
御
門
信
量
に
と
っ
て
実
香
は
実
の
甥
に
あ
た
る
。

前
項
の
経
名
の
女
と
と
も
に
大
炊
御
門
＝
三
条
の
ラ
イ
ン
で
上
臈
を
保
持
し
て
い
く

体
制
が
継
続
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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（
二
）
典
侍

１
．
広
橋
守
子
（
大
納
言
典
侍
）

　

す
で
に
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
前
代
の
大
納
言
典
侍
広
橋
守
子
が
、
後
奈
良
天

皇
践
祚
後
も
こ
の
地
位
に
あ
っ
た
が
、
享
禄
二
（
一
五
二
九
）
年
一
〇
月
、
六
五
歳

で
亡
く
な
っ
た
。

２
．
勧
修
寺
尚
子
（
権
大
納
言
典
侍
↓
大
納
言
典
侍
）

　

前
章
の
（
二
）
典
侍
の
４
で
述
べ
た
よ
う
に
、
前
代
、
目
々
典
侍
と
呼
ば
れ
た
勧

修
寺
尚
子
が
後
奈
良
践
祚
後
、
権
大
納
言
典
侍
と
名
を
改
め
、
さ
ら
に
広
橋
守
子
死

去
を
受
け
て
、
享
禄
三
（
一
五
三
〇
）
年
正
月
二
日
に
大
納
言
典
侍
と
な
っ
た
。

３
．
水
無
瀬
具
子
（
新
大
納
言
典
侍
）

　

前
章
の
（
三
）
内
侍
の
５
で
述
べ
た
よ
う
に
、
水
無
瀬
季
兼
の
女
具
子
で
内
侍
と

し
て
出
仕
し
、
新
内
侍
と
呼
ば
れ
た
が
、
後
奈
良
践
祚
と
と
も
に
広
橋
守
光
の
猶
子

と
し
て
典
侍
と
な
り
、
新
大
納
言
典
侍
と
呼
ば
れ
た
。
広
橋
家
の
典
侍
と
し
て
、
で

き
れ
ば
中
継
ぎ
と
し
て
守
子
の
跡
を
継
が
せ
た
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
守
子
が
早
く
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
勧
修
寺
尚
子
が
大
納
言
典
侍
と
な
っ

て
そ
の
計
画
は
破
た
ん
し
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
広
橋
兼
秀
の
女
国
子
が
享
禄
三

年
に
典
侍
と
な
る
と
、
そ
の
後
見
役
を
期
待
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
は
、「
新
大
典
侍
殿
」「
新
大
す
け
殿
」
と
い
う
名
で
後
奈

良
崩
御
の
弘
治
三
年
ま
で
そ
の
活
動
が
見
ら
れ
る
。

４
．
広
橋
国
子
（
目
々
↓
権
典
侍
）

　

広
橋
兼
秀
（
守
光
子
）
の
女
で
享
禄
三
（
一
五
三
〇
）
年
正
月
二
〇
日
に
典
侍
と
し

て
参
内
し
た
。
そ
の
日
の
『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
は
「
こ
よ
ひ
ひ
ろ
は
し
お
さ
あ
い

人
七
さ
い
に
て
、
そ
と
け
さ
ん
に
ま
い
ら
せ
ら
る
ゝ
と
て
御
い
ま
ま
い
り
あ
り
、
御

名
は
め
め
す
け
殿
な
り
、
三
色
三
か
ま
い
る
、
つ
ね
の
御
所
に
て
御
さ
か
月
ま
い
り

て
、
お
と
な
し
さ
あ
い
ら
し
く
お
ほ
し
め
す
、
こ
よ
ひ
の
御
か
く
ら
こ
く
け
ん
い
そ

か
れ
て
し
ゆ
つ
御
な
る
、
こ
よ
ひ
の
御
か
く
ら
こ
く
け
ん
い
そ
か
れ
て
し
ゆ
つ
御
な

る
、
御
ま
へ
し
や
う
そ
く
く
ら
の
か
み
、
御
と
も
に
新
大
す
け
殿
御
ま
い
り
の
ふ
ん

に
て
あ
れ
と
も
、
に
わ
か
に
御
人
な
く
て
め
ゝ
す
け
殿
御
ま
い
り
あ
り
」
と
あ
り
、

七
歳
で
の
出
仕
で
目
々
典
侍
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、
こ
の
日
の
内
侍
所

御
神
楽
に
出
御
す
る
天
皇
の
お
供
に
、
本
来
な
ら
ば
新
大
す
け
殿
（
水
無
瀬
具
子
）

が
参
仕
す
る
は
ず
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
急
に
こ
の
目
々
典
侍
国
子
が
代
行
す
る
こ
と

な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
日
の
『
二
水
記
』
に
は
「
典
侍
俄
故
障
、
仍
広

橋
局
〔
故
大
典
侍
〕
遺
跡
初
参
〔
七
歳
、
国
子
、
今
日
任
㍼典
侍
㊥
兼
秀
朝
臣
女
〕

也
、
依
㍾為
㍼幼
少
㍽従
㍾下
密
々
参
㍼神
殿
㊥
仍
内
侍
〔
新
内
〕
同
㍾之
云
々
」
と
記
さ

れ
、「
広
橋
局
〔
故
大
典
侍
〕」、
つ
ま
り
亡
く
な
っ
た
広
橋
守
子
国
子
の
「
遺
跡
」

を
継
ぐ
べ
く
し
て
入
っ
た
国
子
の
お
披
露
目
の
た
め
に
、
水
無
瀬
具
子
が
わ
ざ
と

「
故
障
」
を
装
っ
て
代
わ
ら
せ
た
感
が
あ
る
。

　

天
文
六
（
一
五
三
七
）
年
一
二
月
二
日
、
一
四
歳
の
国
子
は
、
権
大
納
言
典
侍
と

改
名
し
た
（『
御
湯
』）。
以
後
「
こ
ん
す
け
殿
」
と
し
て
活
動
が
見
え
、
以
後
弘
治
三

年
ま
で
こ
の
名
で
仕
え
、
後
奈
良
崩
御
の
直
後
（
九
月
一
一
日
）
出
家
し
て
お
り
、

彼
女
も
結
局
大
納
言
典
侍
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

５
．
中
山
興
子
（
新
典
侍
）

　

享
禄
三
（
一
五
三
〇
）
年
二
月
一
二
日
、
准
后
（
勧
修
寺
藤
子
）
に
連
れ
ら
れ
て

「
中
山
局
」
と
よ
ば
れ
る
中
山
宣
親
の
女
興
子
が
内
裏
に
参
じ
）
80
（
た
。
そ
し
て
三
月
三

日
、
正
式
に
参
仕
す
る
こ
と
に
な
り
、
新
典
侍
（
新
す
け
殿
）
と
呼
ば
れ
た
（『
御

湯
』）。
こ
の
日
の
『
二
水
記
』
及
び
『
実
隆
公
記
』
に
よ
る
と
、
興
子
は
以
前
恵
林

院
殿
（
足
利
義
稙
、
大
永
三
年
死
去
）
に
仕
え
、
新
中
納
言
局
と
呼
ば
れ
て
い
た
女
性
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第
四
四
号

で
あ
っ
た
。
ま
た
前
者
に
は
「
為
㍼庭
田
局
㍽云
々
」
と
あ
り
、
庭
田
家
の
典
侍
と
し

て
、
恐
ら
く
前
述
の
よ
う
に
大
永
六
（
一
五
二
六
）
年
に
亡
く
な
っ
た
庭
田
源
子
の

遺
跡
を
継
ぐ
者
と
し
て
参
仕
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
は
天
文
一
〇
年
三
月
一
五
日
ま
で
活
動
が
見
ら
れ
る
が
、

そ
の
後
活
動
が
見
ら
れ
な
く
な
る
。
天
文
一
二
年
三
月
七
日
の
日
記
に
「
新
す
け

殿
、
な
か
〳
〵
の
も
う
き
に
て
、
け
ふ
御
わ
う
し
や
う
に
て
ふ
ひ
ん
に
お
ほ
し
め

す
」
と
見
え
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
「
新
す
け
殿
」
は
中
山
興
子
で
は
な

く
、
そ
の
年
の
正
月
二
九
日
に
勾
当
内
侍
を
辞
し
て
典
侍
と
な
っ
た
姉
小
路
済
子
の

こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

６
．
勧
修
寺
尹
子
（
新
典
侍
）

　

天
文
一
二
（
一
五
四
三
）
年
一
二
月
一
三
日
、
勧
修
寺
尹
豊
（
尚
顕
子
）
の
女
が
典

侍
と
し
て
内
裏
に
参
仕
し
、
新
典
侍
（
新
す
け
殿
）
と
呼
ば
れ
た
（『
御
湯
』）。『
尊
卑

分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
勧
修
寺
尹
豊
の
女
子
に
、
こ
の
尹
子
と
は
別
な
女
子
で
「
畠
山

三
郎
妻
」
と
さ
れ
る
女
性
が
あ
る
が
、
そ
の
注
に
「
母
典
侍
興
子
」
と
見
え
る
。
こ

れ
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
勧
修
寺
尹
豊
は
自
分
の
妻
（
だ
っ
た
）
興
子
の
代
わ
り
に
女

を
内
裏
に
入
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
尹
子
は
、『
言
継
卿
記
』
天
文
一
八
・
一
一
・
七
に
よ
れ
ば
、
一
一
月
二
日

に
髪
を
切
っ
て
尼
寺
の
岡
殿
に
入
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
件
を
起
こ
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
天
文
一
九
年
以
後
も
少
な
い
な
が
ら
活
動
が
見
え
る
の
）
81
（
で
、
こ
の
時
は
復
帰

し
た
よ
う
で
あ
）
82
（
る
。

７
．
庭
田
重
親
女
（
目
々
典
侍
）

　

天
文
一
八
年
一
二
月
一
九
日
、
故
庭
田
重
親
の
女
が
典
侍
と
し
て
参
仕
し
た
（『
御

湯
』）。
前
項
に
述
べ
た
よ
う
に
中
山
興
子
の
死
を
受
け
て
、
庭
田
家
の
典
侍
の
跡
を

継
ぐ
者
と
し
て
で
あ
ろ
う
。
以
後
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
は
「
め
ゝ
す
け
と
の
」

と
し
て
活
動
が
見
え
る
。

　
『
御
湯
』
永
禄
二
（
一
五
五
九
）・
八
・
一
九
に
「
め
ゝ
す
け
と
の
第
三
年
に
て
、

三
百
疋
ま
い
ら
せ
ら
る
ゝ
」
と
い
う
記
事
が
見
え
、
目
々
典
侍
の
三
回
忌
の
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
二
年
前
の
弘
治
三
年
八
月
一
九
日
前
後
に
は
日
記
は
あ
る
が
そ

の
死
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
九
月
五
日
に
崩
御
す
る
後
奈
良
天
皇
が
す
で
に

病
気
が
重
く
な
っ
て
お
り
、
そ
ち
ら
の
記
録
が
中
心
と
な
っ
て
書
き
落
と
さ
れ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

（
三
）
内
侍

１
．
高
倉
継
子
（
勾
当
内
侍
）

　

前
代
か
ら
引
き
続
い
て
勾
当
内
侍
と
な
っ
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
後
奈
良
践
祚
の

翌
大
永
七
（
一
五
二
七
）
年
九
月
六
日
に
亡
く
な
っ
た
。

２
．
姉
小
路
済
子
（
宮
内
卿
↓
勾
当
内
侍
）

　

す
で
に
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
前
代
に
卿
内
侍
と
し
て
仕
え
、
後
奈
良
践
祚
後

も
同
じ
名
前
で
出
仕
を
続
け
て
い
た
が
、
大
永
七
年
九
月
一
三
日
、
高
倉
継
子
の
死

去
を
受
け
て
勾
当
内
侍
に
任
じ
ら
れ
た
（『
御
湯
』）。

　

天
文
一
二
年
正
月
二
九
日
、
病
気
で
勾
当
内
侍
を
辞
し
、
典
侍
に
任
ぜ
ら
れ
た

（『
御
湯
』）。『
言
継
卿
記
』
天
文
一
三
年
三
月
七
日
条
に
は
、「
提
婆
品
令
㍼書
写
㊥

故
長
橋
局
為
㍼追
善
㍽也
、
送
㍼福
生
庵
㊥
四
時
分
罷
向
令
㍼焼
香
㊥
法
華
連
経
云
々
、

前
右
府
入
道
入
㍼見
参
㍽了
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
す
で
に
こ
の
時
は
亡
く
な
っ
て

お
り
、
そ
の
追
善
の
法
事
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に

『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
一
二
年
三
月
七
日
条
に
は
「
新
す
け
殿
、
な
か
〳
〵
の
も

う
き
に
て
、
け
ふ
御
わ
う
し
や
う
に
て
ふ
ひ
ん
に
お
ほ
し
め
す
」
と
い
う
記
事
が
あ

り
、天
文
一
〇
年
そ
れ
ま
で
の
表
記
か
ら
す
れ
ば
、「
新
す
け
殿
」
は
中
山
興
子
と
考
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え
る
べ
き
で
あ
る
が
、『
言
継
卿
記
』
の
三
月
七
日
と
日
付
が
一
致
し
（
現
存
の
『
言

継
卿
記
』
は
天
文
一
二
年
は
欠
け
て
い
る
）、
そ
の
日
を
一
周
忌
と
考
え
た
方
が
よ
い
と

思
わ
れ
る
の
で
、
典
侍
済
子
は
天
文
一
二
年
三
月
七
日
に
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。３

．
下
冷
泉
茂
子
（
新
内
侍
）

　

前
代
の
新
内
侍
茂
子
は
、
後
奈
良
践
祚
後
も
新
内
侍
の
名
で
出
仕
を
続
け
た
。
た

だ
し
、
経
済
的
に
苦
し
か
っ
た
よ
う
で
、
享
禄
元
（
一
五
二
八
）
年
八
月
、
内
侍
を

辞
め
よ
う
と
し
（『
実
隆
』
享
禄
一
・
九
・
一
九
）、
そ
の
時
は
何
と
か
思
い
と
ど
ま
ら

せ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
享
禄
五
年
一
一
月
、
つ
い
に
「
窮
困
」
に
よ
っ
て
辞
し
て
し

ま
っ
た
。
鷲
尾
隆
康
は
日
記
に
「
禁
中
躰
毎
事
有
名
無
実
、
誠
術
計
尽
者
也
、
道
理

至
極
也
」
と
記
し
て
い
る
（『
二
水
記
』
享
禄
五
・
一
一
・
一
八
）。

４
．
藤
原
量
子
（
新
内
侍
↓
藤
内
侍
↓
勾
当
内
侍
）

　

天
文
二
（
一
五
三
三
）
年
一
一
月
二
〇
日
、
薄
（
橘
）
以
緒
の
女
が
高
倉
永
家
の
猶

子
と
し
て
内
侍
と
な
り
、
新
内
侍
と
名
乗
っ
た
（『
言
継
卿
記
』）。
薄
家
は
代
々
六
位

の
蔵
人
を
勤
め
て
き
た
諸
大
夫
ク
ラ
ス
の
家
で
あ
る
が
、
他
の
下
級
官
人
の
家
と
同

様
に
朝
廷
へ
の
様
々
な
貢
献
を
実
績
と
し
て
、
公
卿
に
は
な
れ
な
い
も
の
の
従
三
位

に
は
昇
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
時
期
に
内
侍
を
出
し
て
い
る
家
柄
よ
り
低

い
自
身
の
家
を
少
し
で
も
上
昇
さ
せ
る
た
め
に
、
経
済
的
負
担
を
覚
悟
で
女
を
内
侍

と
し
て
送
り
出
し
た
の
で
あ
り
、
内
裏
の
方
も
『
御
湯
』
同
日
条
に
「
御
こ
と
か
く

る
に
つ
き
て
、
す
ゝ
き
む
す
め
ひ
や
う
へ
の
か
み
ゆ
う
し
に
さ
せ
ら
れ
て
め
し
い
た

す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
先
例
や
家
格
は
守
り
た
か
っ
た
も
の
、
背
に
腹
は
代
え
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

天
文
五
年
二
月
に
も
内
侍
不
足
で
内
裏
の
行
事
に
支
障
を
き
た
し
た
よ
う
で
あ

る
。『
御
湯
』
二
・
一
二
に
は
「
御
神
事
也
、
新
な
い
し
殿
さ
と
へ
ゆ
か
る
ゝ
、
さ

し
合
な
り
、
い
よ
殿
も
い
ま
た
き
や
う
ふ
く
に
て
さ
と
へ
ゆ
か
る
ゝ
、
十
五
日
の
御

は
い
す
き
て
を
の
〳
〵
か
へ
り
ま
い
る
、
め
て
た
し
〳
〵
」
と
あ
り
、
た
だ
で
さ
え

少
な
い
内
侍
な
の
に
、
新
内
侍
や
伊
与
ら
が
差
し
障
り
で
不
在
と
な
り
、
神
事
の
ス

タ
ッ
フ
が
不
足
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
こ
の
日
、
新
内
侍
量
子
の
妹
を
内
侍
と
し

て
参
仕
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
（『
言
継
卿
記
』
二
・
一
二
）、
翌
日
五
条
為
学
の
猶
子
と

し
て
出
仕
し
て
目
々
内
侍
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（『
御
湯
』
二
・
一
三
）。
し
か

し
、
ま
だ
妹
の
方
は
見
習
い
の
よ
う
な
も
の
で
正
式
な
内
侍
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

　

次
の
史
料
⑨
に
見
え
る
よ
う
に
、
内
裏
は
内
侍
不
）
83
（

足
を
補
う
た
め
に
い
ろ
い
ろ
声

を
か
け
た
が
応
じ
る
者
が
な
か
っ
た
た
め
、
天
文
一
一
年
二
月
一
八
日
、
無
理
を
承

知
で
こ
の
薄
家
か
ら
も
う
一
人
内
侍
を
出
す
よ
う
に
命
じ
た
。

　

⑨
「
な
い
し
殿
、
藤
な
い
し
殿
ひ
と
り
に
て
御
事
か
く
る
に
つ
き
て
、
あ
な
た
こ

な
た
お
ほ
せ
ら
れ
と
も
な
き
に
つ
き
て
、
新
な
い
し
殿
の
い
も
う
と
を
ま
い
ら

す
へ
き
よ
し
色
〳
〵
お
ほ
せ
ら
れ
と
も
、
両
人
ま
て
む
す
め
ま
い
ら
せ
候
事
は

め
い
わ
く
候
よ
し
申
さ
る
ゝ
、
し
か
れ
と
も
せ
ひ
に
ま
い
ら
せ
候
は
て
か
な
ふ

ま
し
き
よ
し
お
ほ
せ
ら
れ
て
め
し
い
た
す
」（『
御
湯
』
天
文
一
一
・
二
・
一
八
）

　

さ
す
が
に
薄
家
側
も
渋
っ
た
が
、
内
裏
側
も
強
硬
だ
っ
た
よ
う
で
、
翌
二
月
一
九

日
、
仕
方
な
く
量
子
の
妹
の
目
々
内
侍
を
正
式
に
参
仕
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

ち
ら
が
新
内
侍
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
元
の
新
内
侍
（
量
子
）
は
藤
内

侍
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
（『
御
湯
』
二
・
一
九
）。

　

翌
天
文
一
二
年
二
月
一
日
、
前
述
し
た
よ
う
に
勾
当
内
侍
姉
小
路
済
子
の
辞
退
に

よ
り
、
こ
の
高
倉
量
子
が
そ
の
跡
を
継
い
だ
。
以
後
、
弘
治
三
年
ま
で
そ
の
任
に
あ
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号

り
、
九
月
五
日
の
後
奈
良
崩
御
後
、『
御
湯
』
弘
治
三
・
一
二
・
一
に
「
ま
へ
の
な

か
は
し
」
と
見
え
る
の
で
、
崩
御
を
機
に
辞
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

５
．
菅
原
好
子
（
目
々
内
侍
↓
新
内
侍
）

　

前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
薄
以
緒
の
女
で
量
子
の
妹
で
あ
る
が
、
五
条
（
菅
原
）

為
学
の
猶
子
と
し
て
内
侍
に
出
仕
し
た
。
最
初
は
目
々
内
侍
と
呼
ば
れ
た
が
、
天
文

一
一
年
二
月
一
九
日
に
正
式
に
出
仕
し
て
、
新
内
侍
（
名
字
好
子
）
と
呼
ば
れ
た

（『
言
継
卿
記
』）。
以
後
弘
治
三
年
ま
で
こ
の
名
で
の
活
動
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（
四
）
そ
の
他

１
．
播
磨
（
賀
茂
貞
子
、
今
参
）

　

前
代
の
播
磨
の
跡
を
継
い
だ
賀
茂
貞
子
が
「
御
い
ま
ま
い
り
」「
御
い
ま
」
な
ど

と
呼
ば
れ
、
参
仕
を
続
け
て
い
る
。
す
で
に
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、『
御
湯
殿
上

日
記
』
天
文
五
年
三
月
一
六
日
条
に
「
御
い
ま
ま
い
り
十
四
日
に
は
り
ま
殿
に
な
さ

る
ゝ
」
と
見
え
、
三
月
一
四
日
に
播
磨
の
名
を
継
い
だ
が
、
そ
の
後
、
天
文
六
年
ま

で
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、
七
年
以
降
は
見
え
な
く
な
る
。
死
去
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。２

．
伊
与
（
和
気
就
子
と
そ
の
妹
）

　

前
代
か
ら
の
伊
与
局
和
気
就
子
が
後
奈
良
践
祚
後
も
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
が
、

『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
一
二
年
六
月
一
日
に
「
い
よ
殿
へ
い
か（

も
）う
と
い
ま
た
お
さ

な
き
と
て
、
ま
つ
か
い
と
り
に
て
、
い
よ
殿
へ
あ
と
つ
き
の
ふ
ん
に
ま
い
ら
せ
ら

る
ゝ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
就
子
の
妹
が
跡
継
ぎ
と
し
て
決
ま
っ
た
が
ま
だ
幼
い
の
で

ひ
と
ま
ず
局
で
預
か
る
よ
う
な
形
に
な
っ
た
ら
し
い
。
以
後
、『
御
湯
殿
上
日
記
』

な
ど
で
「
御
い
ま
ま
い
り
」
と
し
て
見
え
る
の
が
、
こ
の
伊
与
の
妹
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
）
84
（
が
、『
御
湯
』
天
文
一
八
・
五
・
三
に
「
い
よ
殿
の
あ
と
つ
き
、
な
か

ら
い
ゆ
う
し
を
し
て
ま
い
ら
す
る
、
御
い
ま
ま
い
り
あ
り
、
ま
い
る
、
三
色
三
か
し

ん
上
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
文
一
八
年
に
半
井
家
（
奥
野
氏
は
半
井
明
英
と
す
る
）
の

猶
子
と
し
て
正
式
に
参
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

就
子
も
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
ま
で
そ
の
活
動
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
弘

治
二
年
ご
ろ
か
ら
病
気
が
ち
だ
っ
た
ら
し
く
（『
言
継
卿
記
』
永
禄
一
・
七
・
一
二
）、

弘
治
三
年
九
月
五
日
後
奈
良
崩
御
後
ま
も
な
く
出
家
し
て
そ
の
地
位
を
離
れ
、
永
禄

元
年
七
月
一
二
日
に
六
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
。

お 

わ 

り 

に

　

こ
れ
ま
で
の
結
果
を
各
天
皇
ご
と
に
一
覧
表
を
作
っ
て
整
理
す
る
と
表
３
〜
５
の

よ
う
に
な
る
。

　

〇
が
在
任
が
確
認
さ
れ
る
年
、
△
は
該
当
の
上
臈
以
下
の
職
名
と
は
異
な
っ
た
職

で
内
裏
女
房
と
し
て
出
仕
し
て
い
る
場
合
（
例
え
ば
内
侍
か
ら
転
じ
て
典
侍
に
昇
っ
た
よ

う
な
場
合
）、
×
は
史
料
的
に
確
認
さ
れ
な
い
年
、
？
は
在
任
が
想
定
さ
れ
る
が
史
料

的
に
確
認
さ
れ
な
い
年
。
こ
れ
ら
の
記
号
の
下
に
女
房
名
や
出
家
・
死
去
な
ど
の
情

報
を
付
し
て
お
い
た
。

　

こ
の
表
の
分
析
は
後
日
の
課
題
と
し
た
い
が
、
参
考
ま
で
に
ま
で
に
各
表
の
一
番

下
段
に
１
年
ご
と
の
女
房
数
を
出
し
て
み
た
。『
御
湯
殿
上
日
記
』
が
残
り
始
め
る

文
明
九
年
以
降
を
見
て
み
る
と
、
表
３
の
後
土
御
門
天
皇
期
は
大
体
一
一
人
か
ら
一

二
人
、
次
の
後
柏
原
天
皇
期
は
一
〇
人
か
ら
一
一
人
、
そ
し
て
後
奈
良
天
皇
期
は
八

人
か
ら
九
人
が
や
っ
と
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
内
裏
の
経
済
状
態
を

反
映
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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表３　後土御門天皇の女房

職
名

年

女房名

寛
正
５

寛
正
６

文
正
１

応
仁
１

応
仁
２

文
明
１

文
明
２

文
明
３

文
明
４

文
明
５

文
明
６

文
明
７

文
明
８

文
明
９

文
明
10

文
明
11

文
明
12

文
明
13

文
明
14

文
明
15

文
明
16

文
明
17

文
明
18

長
享
１

長
享
２

延
徳
１

延
徳
２

延
徳
３

明
応
１

明
応
２

明
応
３

明
応
４

明
応
５

明
応
６

明
応
７

明
応
８

明
応
９

上
臈
正親町持季
女

○
上
臈

○○○○○○○○○○○○○○？× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

花山院持忠
女

× × × × × × × △
東
御
方

△△△△△△△○
上
臈

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

三条冬子 ？？？？？？？○
旧
院
上
臈

○○○○○○○○○○○○○○○○○○
死

× × × × × × × × × × ×

大炊御門信
量女

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○
今
上
臈

○○○○○○○○○○

典
侍
広橋顕子 ○○○○○○○

大
納
言

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

庭田朝子 × × × × × × × △
近
衛
局

△○
新
典
侍

○○○○○
新
大
納
言

○○○○○○○○○○○○○○
死

× × × × × × × ×

万里小路命
子

○
新
典
侍

○○○○○○○○○
権
大
納
言

○○○○○○○○○○○○○○
出

×
死

× × × × × × × × × × × ×

勧修寺房子 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △
御
愛

△○
新
典
侍

○○○○○○○○○○○○
新
大
納
言

○○○

広橋守子 × × × × × × × × × × × × × × × × × × △○
め
め
典
侍

○○○○○○○○○○
権
大
納
言

○○○○○○○

内
侍
四辻春子 ？？○

勾
当

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

藤原脩子 ？？○
卿

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

菅原孝子 × × ○
新
内
侍

○○○○○○○○○？？× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

東坊城松子 × × × × × × × × × × × × ○
新
内
侍

○○○
中
内
侍

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

四辻夏子 × × × × × × × × × × × × × × × ○
新
○○○○○○○○○○○○○○

右
衛
門

○○○○
死

× × ×

高倉継子 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○
新
○○○○○○○

命
婦
他

播磨
（賀茂某）

× × × × × × × × × × × × × ○
今
参

○○○○○○○○○○○○○○○○
播
磨

○○○○○○○

伊与
（和気家子）

？？？？？？？？○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

御ちの人
（乳母）

？？？？？？？？？？？？？○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
死

× × × × ×

女房数 ？？？？？？？？？？ 8 8 8 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 10 10 10

戦
国
時
代
禁
裏
女
房
の
基
礎
的
研
究
（
松
薗
）
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表４　後柏原天皇時代の女房

職
名

年

女房名

明
応
９

文
亀
１

文
亀
２

文
亀
３

永
正
１

永
正
２

永
正
３

永
正
４

永
正
５

永
正
６

永
正
７

永
正
８

永
正
９

永
正
10

永
正
11

永
正
12

永
正
13

永
正
14

永
正
15

永
正
16

永
正
17

大
永
１

大
永
２

大
永
３

大
永
４

大
永
５

大
永
６

上
臈
大炊御門信量女 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

典
侍
広橋顕子
（前代の大納言）

○○
死

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

広橋守子
（前代の権大納言）

○○
大
納
言

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

勧修寺藤子 ○
新
大
納
言

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

庭田源子 ○
新
典
侍

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
死

勧修寺尚子 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○
目
々

○○○○○○○

四辻春子
（元勾当内侍）

△
勾
当
内
侍

○
民
部
卿

○○○
死

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

東坊城松子
（元勾当内侍）

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○○
出
△△

内
侍
東坊城松子 ○

中
内
侍

○
勾
当
内
侍

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
辞

× × ×

高倉継子 ○
新
内
侍

○
藤
内
侍

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
勾
当
内
侍

○○○

姉小路済子 × ○
新
内
侍

○○○○○○○
卿
内
侍

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

東坊城和子 × ○
目
々

○○○○○△△
左
衛
門
内
侍

× × × × × × × × × × × × × × × × × ×

水無瀬具子 × × × × × × × × ○
新
内
侍

○○○○？？？？？？？？？？？？？？

河鰭清子 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○
新
内
侍

○○× × × × ×

下冷泉茂子 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○
新
内
侍

命
婦
他

播磨 ○○○○○○○○○○○○○○○○○
死

× × × × × × × × × ×

賀茂貞子
（播磨局相続）

× × × × × × × × × ○
今
参

○○○○○○○○○○○○○○○○○

伊与
（和気就子）

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

女房数 10 12 11 11 11 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10 9 9 11 11 11 10 11 11 10 11

愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号
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表５　後奈良天皇時代の女房

職
名

年

女房名

大
永
６

大
永
７

享
禄
１

享
禄
２

享
禄
３

享
禄
４

天
文
１

天
文
２

天
文
３

天
文
４

天
文
５

天
文
６

天
文
７

天
文
８

天
文
９

天
文
10

天
文
11

天
文
12

天
文
13

天
文
14

天
文
15

天
文
16

天
文
17

天
文
18

天
文
19

天
文
20

天
文
21

天
文
22

天
文
23

弘
治
１

弘
治
２

弘
治
３

上
臈
大炊御門経
名女

○
上
臈

○○○○○○○○○○○○○○○○× × × × × × × × × × × × × × ×

三条公頼女 × × × × × × × × × × × × × × × × × ○
上
臈

○○○○○？？？？？？？？？

典
侍
広橋守子 ○

大
納
言

○○○
死

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

勧修寺尚子 ○
権
大
納
言

○○○○
大
納
言

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

水無瀬具子 ○
新
大
納
言

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

広橋国子 × × × × ○
目
々

○○○○○○○
権
大
納
言

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

中山興子 × × × × ○
新
典
侍

○○○○○○○○○○○× × × × × × × × × × × × × × × ×

勧修寺尹子 × × × × × × × × × × × × × × × × × ○
新
典
侍

○○○○○○○○○○○○○○

庭田重親女 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○
目
々

○○○○？？？？

内
侍
高倉継子 ○○

死
× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

姉小路済子 ○
卿
内
侍

○
勾
当
内
侍

○○○○○○○○○○○○○○○○
典
侍
死

× × × × × × × × × × × × × ×

下冷泉茂子 ○
新
内
侍

○○○○○○
辞

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

藤原量子 × × × × × × × ○
新
内
侍

○○○○○○○○○
藤
内
侍

○
勾
当
内
侍

○○○○○○○○○○○○○○

菅原好子 × × × × × × × × × × ○
目
々

○○○○○○
新
内
侍

○○○○○○○○○○○○○○○

命
婦
他

播磨
（賀茂貞子）

○
今
参

○○○○○○○○○○
播
磨

○× × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

和気就子 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

和気就子妹 × × × × × × × × × × × × × × × × × ○
今
参

○○○○○○○○○○○○○○

女房数 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 8 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 8 8 8 8
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号

注（
1
） 
奥
野
高
広
「
官
女
」（『
皇
室
御
経
済
史
の
研
究
』
畝
傍
書
房
、
一
九
四
二
）

（
2
） 
吉
野
芳
恵
「
室
町
時
代
の
禁
裏
の
女
房
│
勾
当
内
侍
を
中
心
と
し
て
│
」（『
国
学
院

大
学
大
学
院
紀
要
』
一
三
、
一
九
八
二
）、
同
「
室
町
時
代
の
禁
裏
の
上
臈
│
三
条
冬

子
の
生
涯
と
職
の
相
伝
性
に
つ
い
て
│
」（『
国
学
院
雑
誌
』
八
五

－

二
、
一
九
八
四
）、

木
村
洋
子
「
後
土
御
門
天
皇
の
大
納
言
典
侍
・
広
橋
顕
子
に
つ
い
て
」（『
総
合
女
性
史

研
究
』
七
、
一
九
九
〇
）、
木
村
洋
子
「
室
町
時
代
中
・
後
期
女
房
職
相
伝
を
め
ぐ
っ

て
」（『
家
・
社
会
・
女
性
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
）

（
3
） 

湯
川
敏
治
「『
御
湯
殿
上
日
記
』
に
見
る
宮
廷
の
女
性
た
ち
│
文
明
期
を
中
心
に
│
」

（『
戦
国
期
公
家
社
会
と
荘
園
経
済
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
、
初
出
二
〇
〇

二
）

（
4
） 

神
田
裕
理
「
織
田
期
に
お
け
る
後
宮
女
房
に
つ
い
て
」（『
家
・
社
会
・
女
性
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
七
）

（
5
） 

内
裏
に
同
居
し
て
い
る
若
宮
な
ど
と
呼
ば
れ
る
「
東
宮
」
的
な
地
位
に
在
る
皇
子
に

も
上
臈
と
さ
れ
る
女
房
が
仕
え
て
い
た
が
、「
御
あ
ち
や
〳
〵
」「
御
阿
茶
々
」（『
御

湯
』『
親
長
卿
記
』
の
文
明
一
〇
・
四
・
二
）
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

（
6
） 

『
看
聞
日
記
』
永
享
四
・
六
・
八
に
「
抑
裏
辻
大
納
言
入
道
一
両
日
逝
去
云
々
、
室

町
殿
御
意
不
快
、
家
領
等
被
㍼召
放
㍽令
㍼牢
籠
㊥
大
略
餓
死
歟
、
不
便
々
々
、
息
女
上

臈
禁
裏
祇
候
退
出
云
々
」
と
あ
り
、
そ
の
父
実
秀
は
足
利
義
教
の
不
興
を
買
っ
て
家
領

を
召
上
げ
ら
れ
、
上
臈
も
一
旦
禁
裏
を
退
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
復
帰
し
た
ら
し

い
。

（
7
） 

『
尊
卑
分
脈
』
三
条
系
図
文
明
一
一
年
奥
書
。

（
8
） 

こ
の
辺
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
末
柄
豊
「
洞
院
公
数
の
出
家
」（
田
島
公
編
『
禁

裏
・
公
家
文
庫
研
究
第
一
輯
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
）
参
照
。

（
9
） 

『
親
長
卿
記
』
文
明
五
・
一
〇
・
二
二
、『
実
隆
公
記
』
天
文
二
・
一
・
一
一
に
よ
れ

ば
、
こ
の
皇
女
は
富
子
に
養
育
さ
れ
、
保
安
寺
に
入
室
し
、
天
文
二
年
正
月
三
日
に
亡

く
な
っ
て
い
る
。

（
10
） 

『
親
長
卿
記
』
文
明
六
・
三
・
二
八
に
「
東
御
方
〔
御
臺
御
方
上
臈
、
花
山
院
中
納

言
政
長
卿
姉
妹
也
、
一
両
年
咫
尺
龍
顔
、
姫
宮
一
人
降
誕
〕」
と
見
え
、
東
御
方
と
し

て
の
活
動
が
確
認
さ
れ
る
。

（
11
） 

『
実
隆
公
記
』
文
明
七
・
六
・
二
一
に
「
東
御
方
〔
花
山
院
局
〕
自
㍼夜
前
㍽令
㍾候
㍼

禁
中
之
局
㍽〔
今
度
新
造
〕
給
」
と
見
え
て
い
る
。

（
12
） 

『
御
湯
』
文
明
一
四
・
閏
七
・
七
。

（
13
） 

『
御
湯
』
文
明
一
六
・
八
・
四
。

（
14
） 

『
実
隆
公
記
』
永
正
一
〇
・
八
・
一
七
。

（
15
） 

『
親
長
卿
記
』
文
明
三
・
四
・
七
。

（
16
） 

た
だ
し
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
で
は
、「
御
ま
い
り
」
と
い
う
表
現
が
多
い
の
で
、
内

裏
内
に
局
を
持
た
ず
、
外
の
邸
宅
か
ら
通
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
17
） 

『
御
湯
』
延
徳
二
・
八
・
一
八
。

（
18
） 

正
月
二
六
日
の
メ
ン
バ
ー
は
、
上
臈
・
大
納
言
典
侍
・
新
典
侍
・
勾
当
・
阿
茶
々
・

中
内
侍
・
伊
与
、
五
月
一
〇
日
は
、
上
臈
・
旧
上
臈
・
大
納
言
典
侍
・
権
大
納
言
典

侍
・
勾
当
・
伊
与
・
御
今
参
、
一
〇
月
八
日
は
、
旧
上
臈
・
上
臈
・
大
納
言
典
侍
・
勾

当
・
中
内
侍
・
御
今
参
・
新
大
納
言
典
侍
で
あ
っ
た
（
以
上
『
御
湯
』
に
よ
る
）。

（
19
） 

『
親
長
卿
記
』
文
明
三
・
一
・
一
五
。

（
20
） 

『
看
聞
日
記
』
永
享
六
・
七
・
一
九
、
一
〇
・
二
九
。

（
21
） 

『
後
法
興
院
記
』
文
正
一
・
四
・
一
九
。

（
22
） 

注（
2
）
木
村
一
九
九
〇

（
23
） 

『
師
郷
記
』
四
・
一
四
、『
看
聞
日
記
』
四
・
一
四
。

（
24
） 

『
看
聞
日
記
』
永
享
七
・
四
・
一
九
に
や
は
り
賀
茂
祭
の
典
侍
と
し
て
「
日
野
故
中

納
言
秀
光
卿
息
女
〔
十
四
歳
〕」
は
参
仕
し
て
い
る
が
、
先
ほ
ど
の
頼
子
よ
り
年
長
で

あ
り
、
別
人
と
も
思
わ
れ
る
が
、
貞
成
の
勘
違
い
の
可
能
性
も
あ
る
。

（
25
） 

秀
光
は
、『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
永
享
三
年
に
家
秀
と
改
名
し
翌
年
、「
依
所
労

危
急
」
に
よ
り
権
大
納
言
を
宣
下
さ
れ
た
日
に
三
二
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く

世
間
に
家
秀
の
名
が
広
ま
る
前
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
秀
光
の
名
で
、
お
ま

け
に
大
納
言
で
は
な
く
中
納
言
と
し
て
表
記
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
26
） 

『
親
長
卿
記
』
文
明
三
・
二
・
二
。

（
27
） 

日
記
が
残
り
始
め
る
文
明
九
年
か
ら
一
八
年
ま
で
に
多
い
。

（
28
） 
『
実
隆
公
記
』
文
亀
一
・
四
・
七
に
「
今
熊
野
辺
勧
進
猿
楽
今
日
第
三
日
歟
、
今
春

大
夫
施
㍼其
芸
㍽云
々
、
内
裏
女
中
衆
等
見
物
云
々
、
尤
不
㍾可
㍾然
事
也
、
故
大
納
言
典

侍
在
世
女
中
進
退
等
不
㍼容
易
㊥
当
寺
毎
事
自
由
歟
、
甚
不
㍾可
㍾然
之
事
也
、
莫
㍾

言
々
々
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
三
条
西
実
隆
は
、
後
柏
原
天
皇
の
時
代
と
な
っ
て
内
裏

女
房
た
ち
が
連
れ
立
っ
て
勧
進
猿
楽
の
見
物
に
出
か
け
た
こ
と
に
対
し
て
、
大
納
言
典
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侍
が
在
世
中
に
は
こ
の
よ
う
な
綱
紀
の
緩
み
は
な
か
っ
た
と
嘆
い
て
い
る
。

（
29
） 
『
親
長
卿
記
』
文
明
三
・
一
一
・
一
九
。

（
30
） 
後
柏
原
天
皇
と
「
御
一
腹
」
の
尊
傳
法
親
王
は
、
文
亀
四
年
正
月
二
六
日
病
が
重
篤

と
な
り
、
翌
二
七
日
、
三
十
三
歳
で
亡
く
な
っ
て
お
り
（『
二
水
記
』『
宣
胤
卿
記
』）、

逆
算
す
る
と
文
明
四
年
の
誕
生
と
考
え
ら
れ
る
。

（
31
） 

『
康
富
記
』
享
徳
四
・
一
・
九
に
見
え
る
「
大
館
兵
庫
頭
」
の
妹
（
持
房
の
女
）
が

生
ん
だ
義
政
の
「
姫
君
」
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
朝
子
は
一
九
歳
で

あ
っ
た
。

（
32
） 

亡
く
な
る
前
日
に
、
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
の
で
、『
御
湯
』
で
は
「
三
位
殿
」
に
変

わ
り
、
そ
の
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
33
） 

『
親
長
卿
記
』
文
明
三
・
五
・
七
。

（
34
） 

『
御
湯
』
文
明
一
五
・
八
・
一
九
に
「
宮
の
御
方
も
な
り
て
御
ひ
し
〳
〵
と
ま
い

る
、
こ
の
御
つ
ゐ
て
に
御
あ
い
け
さ
む
と
り
ま
い
ら
せ
ら
る
ゝ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
日

に
見
参
し
た
「
御
あ
い
」（
御
愛
）
が
元
の
名
で
あ
ろ
う
。

（
35
） 

『
親
長
卿
記
』
文
明
一
七
・
四
・
三
〇
。

（
36
） 

『
実
隆
公
記
』
文
明
一
八
・
九
・
二
八
。

（
37
） 

『
御
湯
』
延
徳
一
・
九
・
一
三
、『
実
隆
公
記
』
一
一
・
七
。

（
38
） 

『
御
湯
』
明
応
九
・
一
〇
・
一
三
。

（
39
） 

『
御
湯
』
天
文
一
一
・
四
・
二
〇
に
「
三
ゐ
殿
御
わ
う
し
や
う
あ
り
」
と
あ
り
、
天

文
十
一
年
四
月
二
〇
日
に
亡
く
な
っ
た
ら
し
い
。『
言
継
卿
記
』
天
文
一
三
・
四
・
一

九
に
は
「
今
日
故
三
位
局
第
三
回
忌
之
間
、
為
各
法
花
経
頓
写
被
遊
了
」
と
見
え
て
お

り
、
前
日
の
四
月
一
九
日
の
可
能
性
も
あ
る
。

（
40
） 

注（
2
）
木
村
一
九
九
七
。

（
41
） 

注（
2
）
吉
野
一
九
八
二
。

（
42
） 

『
後
法
興
院
記
』
文
正
一
・
四
・
一
九
。

（
43
） 

『
看
聞
日
記
』
永
享
一
三
・
一
・
一
三
に
「
新
内
侍
〔
故
永
盛
卿
息
女
〕」
と
あ
り
、

嘉
吉
三
・
一
二
・
二
二
ま
で
新
内
侍
と
し
て
日
記
に
現
わ
れ
る
。
新
内
侍
は
、
こ
の
正

月
一
三
日
に
義
教
の
不
興
を
買
っ
て
禁
裏
を
退
出
し
た
が
、
す
ぐ
に
室
町
殿
の
み
の
参

仕
の
停
止
と
な
り
、
禁
裏
に
帰
参
し
た
（
同
一
・
一
五
）。

（
44
） 

『
親
長
卿
記
』
文
正
一
・
一
〇
・
五
。

（
45
） 

『
御
湯
』
文
明
九
年
以
降
に
見
え
る
新
内
侍
は
次
の
項
で
述
べ
る
東
坊
城
松
子
で
あ

る
。

（
46
） 

『
実
隆
公
記
』
文
明
八
・
二
・
九
、
五
・
七
に
前
述
の
長
橋
局
の
官
女
小
督
と
共
に

実
隆
邸
を
訪
れ
て
い
る
「
目
々
」
は
こ
の
益
長
女
で
あ
ろ
う
。

（
47
） 

『
御
湯
』
明
応
九
・
一
一
・
二
六
か
ら
『
言
国
卿
記
』
明
応
一
〇
・
二
・
一
六
ま

で
。
な
お
、『
御
湯
』
明
応
九
年
一
〇
月
〜
一
二
月
に
つ
い
て
は
、
是
澤
恭
三
「
御
湯

殿
上
日
記
の
研
究 

伝
播
編
」（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
一
五

－

三
、
一
九
五
七
）
に

拠
っ
た
。

（
48
） 

『
御
湯
』
同
日
条
に
「
右
衛
門
内
侍
殿
御
さ
ん
大
事
の
よ
し
き
こ
し
め
す
な
か
ら
、

こ
と
な
る
こ
と
ま
て
は
御
か
く
こ
も
な
き
に
、
こ
よ
ひ
四
の
す
き
ほ
と
に
と
か
く
の
よ

し
申
さ
る
ゝ
、
お
と
ろ
き
な
け
き
お
ほ
し
め
す
、
な
か
は
し
三
十
日
の
御
い
と
ま
御
申

あ
れ
と
も
、
あ
ま
り
に
御
人
な
き
に
と
て
か
へ
り
御
ま
い
り
、
く
は
う
、
わ
た
く
し
か

な
し
み
と
申
、
か
た
〳
〵
御
そ
て
を
ぬ
ら
す
こ
と
か
き
り
な
し
」
と
見
え
る
。

（
49
） 

『
後
法
興
院
記
』
文
正
一
・
四
・
一
九
で
従
五
位
上
に
叙
さ
れ
て
い
る
「
賀
茂
尚
子

〔
蔵
人
〕」
は
彼
女
の
母
も
し
く
は
叔
母
に
あ
た
る
女
性
か
と
思
わ
れ
る
。

（
50
） 

『
実
隆
公
記
』
永
正
六
・
六
・
二
〇
、
六
・
二
一
。

（
51
） 

『
看
聞
日
記
』
永
享
六
・
七
・
一
九
。

（
52
） 

『
看
聞
日
記
』
文
安
四
・
一
一
・
二
八
。

（
53
） 

『
実
隆
公
記
』
長
享
二
・
五
・
一
五
に
「
伊
予
〔
命
婦
也
、
故
女
院
撫
育
之
人
也
〕」

と
見
え
、
四
月
二
八
日
に
崩
じ
た
嘉
楽
門
院
の
素
服
を
与
え
ら
れ
た
女
院
所
縁
の
人
数

に
含
ま
れ
て
い
る
。

（
54
） 

『
薩
戒
記
』
応
永
三
三
・
四
・
二
六
、
八
・
二
二
、
一
〇
・
二
一
、『
兼
宣
公
記
』
応

永
三
三
・
六
・
五
な
ど
。

（
55
） 

『
実
隆
公
記
』
永
正
六
・
六
・
二
〇
に
「｛
明
応
九
十
二
月
当
代
｝
伊
与
新
参
之
時
」

と
あ
る
。

（
56
） 

『
実
隆
公
記
』
文
亀
一
・
一
〇
・
九
。

（
57
） 

松
薗
斉
「
室
町
時
代
の
女
房
に
つ
い
て
│
伏
見
宮
家
を
中
心
に
│
」（『
愛
知
学
院
大

学
人
間
文
化
研
究
所
紀
要
・
人
間
文
化
』
二
八
、
二
〇
一
三
）

（
58
） 
『
御
湯
』
明
応
四
・
三
・
二
六
、
三
・
二
七
。

（
59
） 

『
御
湯
』
明
応
四
・
六
・
一
七
、
六
・
二
〇
。

（
60
） 

『
実
隆
公
記
』
永
正
三
・
一
〇
・
一
八
に
「
抑
上
臈
局
、
此
間
連
々
右
幕
下
息
女
新

参
事
有
㍼被
㍾談
之
子
細
㊥
当
年
先
被
㍾閣
者
可
㍾然
、
明
春
可
㍾有
㍼其
沙
汰
㍽候
哉
之
由
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
四
号

申
談
、
被
㍾諾
、
尤
可
㍾然
、
其
間
事
難
㍾尽
㍼筆
端
㍽矣
」
と
見
え
る
。

（
61
） 
『
実
隆
公
記
』
大
永
五
・
九
・
七
、
一
二
・
一
一
。

（
62
） 
『
実
隆
公
記
』
享
禄
二
・
八
・
一
二
、
一
〇
・
一
〇
、
一
〇
・
一
三
。

（
63
） 
『
実
隆
公
記
』
文
明
一
六
・
九
・
六
。

（
64
） 

『
御
湯
』
明
応
三
・
一
〇
・
二
一
「
て
ん
か
く
の
こ
と
、
御
あ
ち
や
〳
〵
・
御
あ

い
」、
同
明
応
五
・
九
・
一
四
「
御
あ
ち
や
〳
〵
」
と
見
え
る
。

（
65
） 

『
実
隆
公
記
』
大
永
六
・
四
・
二
五
。

（
66
） 

『
御
湯
』
明
応
三
・
一
〇
・
二
一
「
御
あ
い
」、『
実
隆
公
記
』
明
応
七
・
九
・
一
六

「
御
愛
」。

（
67
） 

『
実
隆
公
記
』
永
正
三
・
五
・
二
一
。

（
68
） 

同
前
永
正
六
・
八
・
二
、
八
・
六
。

（
69
） 

『
二
水
記
』
大
永
六
・
三
・
五
、『
実
隆
公
記
』
大
永
六
・
三
・
一
一
。

（
70
） 

『
御
湯
』
大
永
六
・
五
・
五
に
見
え
る
「
こ
ん
す
け
殿
」
が
初
見
。

（
71
） 

『
実
隆
公
記
』
二
・
六
、『
二
水
』
二
・
八
。

（
72
） 

『
御
湯
』
大
永
六
・
七
・
二
四
「
か
ん
三
ゐ
と
の
」、
九
・
二
八
、
同
七
・
一
一
・
十

一
、
同
八
・
八
・
一
八
な
ど
。

（
73
） 

『
実
隆
公
記
』
享
禄
二
・
九
・
一
二
、
九
・
二
〇
。

（
74
） 

同
前
永
正
三
・
一
一
・
一
六
。

（
75
） 

同
前
永
正
七
・
四
・
三
に
「
英
兼
朝
臣
母
儀
〔
六
十
二
歳
〕
逝
去
｛
昨
日
歟
｝

云
々
、
新
掌
侍
退
出
、
上
臈
局
軽
服
退
出
云
々
」
と
あ
り
、
同
八
・
二
・
二
五
に
「
又

新
内
侍
就
㍼帰
参
㊥
可
㍾點
㍼

‒

賜
局
㍽之
間
事
、
内
々
勾
当
内
侍
相
談
了
」
と
あ
る
。

（
76
） 

同
前
永
正
八
・
五
・
一
三
、
一
一
・
二
七
。

（
77
） 

注（
1
）
奥
野
一
九
四
二
。
以
下
、
奥
野
氏
の
説
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
78
） 

『
実
隆
公
記
』
永
正
八
・
一
二
・
七
、『
後
柏
原
天
皇
日
記
』
永
正
九
・
一
・
四
、

一
・
一
九
。

（
79
） 

『
御
湯
』
大
永
八
・
一
二
・
九
に
「
は
り
ま
殿
十
三
ね
ん
に
て
、
御
い
ま
ま
い
り
に

百
疋
た
ふ
」
と
い
う
記
事
が
見
え
、
こ
の
日
が
播
磨
局
の
一
三
回
忌
と
考
え
ら
れ
る
の

で
そ
こ
か
ら
逆
算
し
た
。

（
80
） 

『
二
水
記
』。『
御
湯
』
で
は
二
・
一
四
に
見
え
る
。

（
81
） 

『
御
湯
』
天
文
一
九
・
四
・
一
一
、
同
二
一
・
一
・
三
、
弘
治
三
・
三
・
二
五
。

（
82
） 

『
尊
卑
分
脈
』
の
勧
修
寺
尹
豊
女
子
尹
子
の
注
の
「
但
退
出
、
為
結
城
進
斎
妻
」
と

あ
る
よ
う
に
、
退
出
し
て
結
城
進
斎
と
い
う
人
物
の
妻
と
な
っ
た
ら
し
い
が
、
ど
の
時

点
か
は
不
明
。

（
83
） 

『
言
継
卿
記
』
天
文
一
一
・
三
・
一
に
「
長
橋
老
屈
之
間
、
氏
直
・
懐
世
両
人
為
㍼扶

持
㍽被
㍾付
候
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
勾
当
内
侍
も
老
齢
で
内
侍
所
御
神
楽
な
ど
の
神
事

へ
の
参
仕
に
困
難
を
生
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
84
） 

『
言
継
卿
記
』
天
文
一
九
・
五
・
一
五
に
「
自
㍼伊
与
局
㊥
御
新
参
所
労
気
之
間
、

可
㍾来
之
由
有
㍾之
間
、
罷
向
脈
取
㍾之
、
引
㍾風
頭
痛
熱
気
有
㍾之
、
薬
之
事
被
㍾申
候

間
、
人
敗
に
加
白
芷
・
荊
芥
、
三
包
遣
㍾之
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
山
科
言
継
は
伊
与

に
「
御
新
参
」
が
病
気
な
の
で
診
察
を
頼
ま
れ
て
出
か
け
、
薬
を
処
方
し
て
い
る
。
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